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       午前１０時００分 開議   

 

◎開議宣告 

○議長（戸澤義典君） おはようございま

す。 

 ただいまの出席議員は１３名でありま

す。定足数に達しておりますので、これか

ら令和６年第３回美幌町議会定例会第１１

日目の会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（戸澤義典君） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２５条

の規定により、２番馬場博美さん、３番横

山清美さんを指名します。 

――――――――――――――――――― 

◎諸般の報告 

○議長（戸澤義典君） 諸般の報告を行い

ます。 

 諸般の報告については、事務局長から報

告させます。 

○事務局長（小室保男君） 諸般の報告を

申し上げます。 

 本日の会議につきましては、配付してお

ります議事日程のとおりであります。 

 朗読については、省略させていただきま

す。 

 次に、地方自治法第１２１条第１項の規

定に基づく出席説明員につきましては、第

１日目と同様でありますので、御了承願い

ます。 

 なお、松浦議員、所用のため会議を遅参

の旨、届出がありました。 

 以上で、諸般の報告を終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２ 議案第１３号から 

      議案第３６号まで 

○議長（戸澤義典君） 日程第２ 議案第

１３号美幌町会計年度任用職員の給与等に

関する条例等の一部を改正する条例制定に

ついてから議案第３６号令和６年度美幌町

病院事業会計予算についてまで、以上の

２４件を議題とします。 

 議案第１３号美幌町会計年度任用職員の

給与等に関する条例等の一部を改正する条

例制定について、質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで、議案第１３号の質疑を終わりま

す。 

 議案第１４号美幌町職員等の旅費に関す

る条例の一部を改正する条例制定につい

て、質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで、議案第１４号の質疑を終わりま

す。 

 議案第１５号美幌町子ども医療費助成に

関する条例の一部を改正する条例制定につ

いて、質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで、議案第１５号の質疑を終わりま

す。 

 議案第１６号美幌町家庭的保育事業等の

設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例制定について、質疑を

許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで、議案第１６号の質疑を終わりま

す。 

 議案第１７号美幌町特定教育・保育施設

及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例制定

について、質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） 質疑なしと認めま

す。 
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 これで、議案第１７号の質疑を終わりま

す。 

 議案第１８号美幌町介護保険条例の一部

を改正する条例制定について、質疑を許し

ます。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで、議案第１８号の質疑を終わりま

す。 

 議案第１９号美幌町指定地域密着型サー

ビスの事業の人員、設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例制

定について、質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで、議案第１９号の質疑を終わりま

す。 

 議案第２０号美幌町指定地域密着型介護

予防サービスの事業の人員、設備及び運営

並びに指定地域密着型介護予防サービスに

係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例制定について、質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで、議案第２０号の質疑を終わりま

す。 

 議案第２１号美幌町指定介護予防支援等

の事業の人員及び運営並びに指定介護予防

支援等に係る介護予防のための効果的な支

援の方法に関する基準等を定める条例の一

部を改正する条例制定について、質疑を許

します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで、議案第２１号の質疑を終わりま

す。 

 議案第２２号美幌町指定居宅介護支援等

の事業の人員及び運営に関する基準等を定

める条例の一部を改正する条例制定につい

て、質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで、議案第２２号の質疑を終わりま

す。 

 議案第２３号地方自治法の一部を改正す

る法律の施行に伴う関係条例の整備に関す

る条例の制定について、質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで、議案第２３号の質疑を終わりま

す。 

 議案第２４号美幌町犯罪被害者等支援条

例の制定について、質疑を許します。 

 １番木村利昭さん。 

○１番（木村利昭君） 議案書の２００ペ

ージに記載があります日常生活の支援とい

うところで「第９条、町は、犯罪被害者等

が早期かつ円滑に平穏な日常生活を営むこ

とができるよう必要な支援を行うものとす

る」とありますが、こちらの具体的な支援

の例についてお知らせいただければと思い

ます。 

○議長（戸澤義典君） 町民生活部長。 

○町民生活部長（関 弘法君） 御答弁申

し上げます。 

 これまでも、犯罪被害者を含めまして、

町に相談がございました場合には、包括的

な支援を行ってきたところでございます

が、今回、それらについて条例化し、加え

て、支援金制度を創設してございます。 

 御質問の日常生活の支援につきまして

は、これまでも対応してきた実績がござい

ますが、具体的な支援の例といたしまして

は、最近ですと、ＤＶ相談に対しまして福

祉部など関係部局、さらには、警察、道、

一時保護施設と連携し、一時保護施設への

入所につながった事例がございます。 
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 その他で想定されるものとしましては、

生活基盤を立て直すための子供の一時預か

り、児童生徒の心のケアを行うための教育

相談や教育カウンセリング、収入がなくな

った場合の生活保護申請の相談や支援など

が想定されているところでございます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） １番木村利昭さ

ん。 

○１番（木村利昭君） １点だけ確認させ

てください。 

 これは、被害に遭った本人だけではな

く、その家族も含まれるという捉えでよろ

しいのでしょうか。 

○議長（戸澤義典君） 町民生活部長。 

○町民生活部長（関 弘法君） 今回の本

条例の対象につきましては、当事者も含め

まして、その遺族、関係者、親族等、犯罪

被害者等という扱いで行っておりますの

で、今、お話があったとおり、対象となっ

てございます。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 １３番大原昇さん。 

○１３番（大原 昇君） 私も、今と同じ

ようなところです。 

 まず一つ目は、この相談場所はどこかと

いうことであります。というのは、これは

町長には大変失礼かもしれませんけれど

も、仮に町長がセクハラあるいはパワハラ

を行ったとします。この相談をする場所が

役場庁舎内であれば、同じ場所で、同じ職

場の人たちが果たしてまともに相談できる

のかという思いです。被害を受けた方たち

もそれぞれパターンが違うと思うので、そ

れによって、場所も相当変わってくるのか

なと思います。ですから、場所をしっかり

とやらないと。あるいは、これを１か所に

するのかどうか、場所などもお聞きしたい

です。 

 その後、相談員ですけれども、これも仮

に職員がそういう状態になったとすると、

同じ職員同士でこの相談を受けるというこ

とも考えられるのです。 

 最後ですが、これに対する専門職を雇う

のかどうか、あるいは、その都度、どこか

から呼んできてお願いするのかということ

をお聞きしたいのです。 

○議長（戸澤義典君） 町民生活部長。 

○町民生活部長（関 弘法君） 御答弁申

し上げます。 

 まず、相談の場所でございますが、現

在、町民活動課広報相談グループの職員が

対応するということで想定してございます

ので、基本的な場所については、役場の１

番窓口、町民活動課の窓口になろうかと思

います。 

 ただ、今のお話にございましたように、

職員という場合も当然想定されるわけでご

ざいます。そういった場合につきまして

は、当然ながら、職員のみならず、関係部

局、警察署との連携もしっかり取りながら

対応していくということでありますが、そ

ういったときにつきましては、適正な場

所、庁舎以外の場所につきましても対応し

ていきたいと考えてございます。 

 今回はあくまでも犯罪被害に対しての対

応という条例化でございますので、御質問

のございましたハラスメントに対応すると

いうことでございましたら、既にハラスメ

ントが起きた場合の仕組みづくりができて

ございます。この対応とは別に、ハラスメ

ントに対応する組織立てが今は構築されて

おりますので、そちらで対応されるという

ことになろうかと思ってございます。 

 専門職につきましても、犯罪被害につき

ましては、今、申し上げましたとおり、ま

ずは職員で対応させていただきまして、必

要な場合には専門職、警察ともしっかり連

携の上、つながりを持ちながら進めていき

たいと考えてございます。 

 さらに、先ほどありましたハラスメント

につきましては、先ほど申しましたとお

り、別立てのシステムが構築されており、
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そちらでの対応ということになってござい

ますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） １３番大原昇さ

ん。 

○１３番（大原 昇君） これは非常にデ

リケートな条例だと思うのです。 

 一番最初の場所ですけれども、相談窓口

は、今言いました町民活動課が窓口なので

すね。これ自体、心理的ストレスも相当あ

り、そこに来れば、同じ被害者であっても

後ろ指を指されるのです。あの人だよね、

かわいそうにねと。美幌町民にそういうこ

とが起こることはないと思いますけれど

も、そういうことが想定されるかもしれま

せん。それであれば、そういう公の場所は

確かに難しいのです。私も具体的な案はな

いですけれども、どういう場所を設定し

て、どうやって受付をするのか。先ほど言

いましたようにデリケートな案件なもので

すから、慎重に受皿をしっかりとつくって

いただきたいという思いでありました。 

○議長（戸澤義典君） 町民生活部長。 

○町民生活部長（関 弘法君） 今、大原

議員からお話がありましたとおり、対象と

なる方については、非常にセンシティブな

内容を含んだ相談だと認識してございま

す。 

 先ほども申し上げましたとおり、場合に

よりましては、警察ともしっかり連携の

上、そういった場所も含めまして慎重に対

応していきたいと考えておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） これで、議案第

２４号の質疑を終わります。 

 議案第２５号美幌町網走川中央地区畑地

かんがい用水施設条例の制定について、質

疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで、議案第２５号の質疑を終わりま

す。 

 議案第２６号生活衛生等関係行政の機能

強化のための関係法律の整備に関する法律

の施行に伴う関係条例の整備に関する条例

の制定について、質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで、議案第２６号の質疑を終わりま

す。 

 議案第２７号指定管理者の指定につい

て、質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで、議案第２７号の質疑を終わりま

す。 

 議案第２８号指定管理者の指定につい

て、質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで、議案第２８号の質疑を終わりま

す。 

 暫時休憩します。 

 再開は、１０時１８分とします。 

午前１０時１５分 休憩 

─────────────────── 

午前１０時１８分 再開 

○議長（戸澤義典君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

 議案第２９号令和６年度美幌町一般会計

予算について、質疑を許します。 

 事項別明細書の款及び項ごとに質疑を行

います。 

 なお、予算書の第２表、債務負担行為及

び第３表、地方債に対して質疑をする場合

は、それに対応する事項別明細書の項の中

において質疑を願います。 

 歳出について、１款議会費の質疑を行い
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ます。 

 １項議会費、８４ページから８５ページ

までの質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで、１款議会費、１項議会費の質疑

を終わります。 

 次に、２款総務費の質疑を行います。 

 なお、５項統計調査費のうち２目地籍調

査費については、８款土木費において質疑

を行います。 

 １項総務管理費、８６ページから１０５

ページまでの質疑を許します。 

 １１番大江道男さん。 

○１１番（大江道男君） 私は、人事管理

事務６５９万７,０００円、当町の障がい者

雇用率達成のための取組についてお聞きい

たします。 

 以前も申し上げたのですが、我が町で

は、障がい者の法定雇用率の達成がなかな

かできないと難儀をしております。様々な

取組をされていると伺ってはおりますが、

町民的にはどんな取組をやっているのかと

いうことで関心の高い問題であり、また、

法定雇用率の達成というのは一つの町の評

価に関わることだと思いますので、改め

て、人事管理上、この取組についてお聞か

せをいただきたいと思います。 

○議長（戸澤義典君） 総務課長。 

○総務課長（斉藤浩司君） ただいまの御

質問に答弁させていただきます。 

 本町では、令和２年３月に策定しました

美幌町障がい者活躍推進計画に基づきまし

て、現在、障がいのある方についても働き

やすい職場づくりに向けて、また、法定雇

用率の達成はもちろんのこと、障がい者を

順次採用する取組を行っております。 

 １点目としましては、障がいのある方の

雇用に向けた取組であります。 

 一つ目は、採用に向けた取組としまし

て、養護学校への訪問、また、養護学校の

就職担当者との情報交換の実施です。令和

４年度、令和５年度で取り組んでいる中

で、コロナ禍においてはなかなか学校訪問

ができなかったのですが、令和５年度は、

５類に移行した後、養護学校の訪問を再開

しております。令和５年度は中標津の養護

学校、また、令和６年度はこれまでも実績

があります岩見沢の養護学校等への訪問も

計画しております。 

 また、新規採用のことですが、それ以外

にも現在障がいのある方の雇用に向けて、

ハローワークの担当者との情報交換、ま

た、採用に向けた支援を行っております。

具体的には、障がいのある方には様々な特

性がありますので、その方と美幌町が求め

る事務事業とのマッチングをハローワーク

の方と行っているところでございます。ま

た、北見で開催されております障がい者雇

用促進フェアに出展して、募集のブースを

開いております。 

 それから、障がい者採用に向けた募集の

広告も予算計上して実施しております。 

 二つ目は、受入れに対しての取組です。 

 美幌町にある事務事業の中で、障がいの

ある方の特性に合わせて事務事業の拾い出

しを行いながら、障がいのある方が働いた

後も定着できるようにということで、主査

職以上を対象とした職員研修を令和５年

度、令和６年度と実施しております。これ

は、障がいのある方とともに働くための研

修ということで、ハローワークから講師を

招いて実施しております。 

 また、受入れ部署の拡大ということで、

令和５年、昨年４月から総務課で１名を既

に雇用しております。さらに、令和６年度

から学校教育課で１名を雇用することで、

今、取り進めております。この採用部署に

ついても、今後、総務課が間に入りなが

ら、順次、拡大していきたいと考えており

ます。 

 ２点目としましては、法定雇用率達成の

見通しでございます。 
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 今年の４月１日から、これまでの２.６％

の法定雇用率が２.８％に変更となります。

また、国で令和８年７月に３％に上昇する

ということで、障がいのある方の雇用につ

いては、順次、令和６年７月１日には１

名、また、令和７年度、令和８年度で２名

ずつ雇用し、達成に向けて取り組んでいき

たいと考えておりますので、よろしくお願

いいたします。 

○議長（戸澤義典君） １１番大江道男さ

ん。 

○１１番（大江道男君） コロナ禍以降、

令和５年度、令和６年度とそれぞれ障がい

者が学んでいる学校に訪問して一定の感触

を得られているのだろうと思うのです。私

も従来から学校訪問などはどうしても必要

だろうと思っていまして、その取組が行わ

れているということに取りあえずほっとし

ているのですが、率直に、学校訪問をして

どんな感触なのでしょうか。 

○議長（戸澤義典君） 総務課長。 

○総務課長（斉藤浩司君） 学校訪問の状

況でございます。 

 コロナ禍においては、なかなか訪問する

ことを許してもらえませんでしたが、就職

担当者の方が来庁される機会がありました

ので、意見交換をしております。また、昨

年行った中標津、岩見沢の例でございます

が、卒業者の中で美幌町についてはいろい

ろと課題もいただいております。 

 例えば、遠方の地域に親御さんがいると

いうことであれば、生活面での支援も重要

になってきます。卒業して１人で来られる

中で、仕事だけではなくて、自分で自立し

て生活しながらという方を採用していくと

いう課題もあります。５年前に岩見沢から

１名来ておりますが、その職員も１人で生

活するのに大変苦労した点もあり、新卒に

ついては町内にいる方とは限りませんの

で、親御さんから離れて働いていただくた

めの支援を含めてお願いしたい旨の話はご

ざいました。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） １１番大江道男さ

ん。 

○１１番（大江道男君） 各市町村で障が

い者雇用にどういう姿勢で取り組んでいる

かというのは、率直に言って、知ろうとす

れば知れる情報で、町の一定の評価に関わ

る非常に重要なものだと思っています。 

 今後の見通しということで、雇用率も上

がっていき、上がった雇用率に対応してい

くということになりますから、実人員の確

保も大変難しい大きな課題だと思いますの

で、なお努力していただきたいと思いま

す。 

 あわせて、美幌町にせっかく採用されて

働いている方々の継続性ということで、課

題があるのか、ないのかだけは教えていた

だきたいと思います。せっかく採用された

のですから、長期にわたって働いていただ

くという環境づくりも大変重要な問題だと

思いますが、ここに関わっての取組はいか

がでしょうか。 

○議長（戸澤義典君） 総務課長。 

○総務課長（斉藤浩司君） ただいまの質

問に御答弁いたします。 

 私どもも雇用した後の定着については非

常に重要だと思っていますので、障がいの

ある方については、所属長が一般職員より

も小まめに状況を把握しておくことが重要

だと思いますし、そのためにも、受入れと

なる職員の研修についても力を入れていき

たいと考えております。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ２番馬場博美さん。 

○２番（馬場博美君） それでは、９３ペ

ージの２款総務費、１項総務管理費、４目

財産管理費の旧美英福祉寮解体除却工事

７０６万２,０００円について、解体する事

由の説明をお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） 財務課長。 
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○財務課長（吉田善一君） 馬場議員の御

質問に御答弁いたします。 

 旧美英福祉寮解体除却工事の解体する事

由についてでございます。 

 昭和４８年建築の旧美英福祉寮は、平成

２７年に用途廃止以降、建物の管理及び周

辺敷地の草刈り等を実施しながら未活用公

共施設として維持管理してきたところであ

りますが、現在、国立大学法人北見工業大

学において、一般住宅におけるエネルギー

利用実態分析など、実証実験を行うための

住宅を建設する敷地として、旧美英福祉寮

敷地の空きスペースを活用し、当該実証実

験住宅を建設しているところであります。 

 未活用公共施設の解体、除却につきまし

ては、国の補助事業を活用しながら、これ

まで年次的に実施してきたところでありま

すが、当該補助事業は令和７年度までの時

限措置であることや、実証実験に向けた周

辺の環境整備、また、住宅完成後には多く

の学生等が訪れると見込まれることから、

安全面の確保のためにも、令和６年度に解

体、除却することが好機と捉え、工事を実

施しようとするものでありますので、よろ

しくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ２番馬場博美さ

ん。 

○２番（馬場博美君） 平成２７年度に用

途廃止以降、維持管理をやってきたという

ことで、今回解体することについては理解

しましたけれども、１点だけ教えていただ

きたいと思います。 

 北見工業大学による一般住宅のエネルギ

ー利用実態分析等の実証試験が行われるこ

とについて、美幌町として、こういった実

証実験の結果をどのように活用するのか、

お伺いしたいと思います。 

○議長（戸澤義典君） 財務課長。 

○財務課長（吉田善一君） 御質問に御答

弁いたします。 

 未活用公共施設の解体につきましては、

地域の景観保全等を踏まえて計画的に解体

してきたところでありまして、令和２年度

に、老朽化の著しい、有効活用が見いだせ

ない建物として、内部計画として除却の計

画を策定しているところであります。そし

て、旧美英福祉寮についてもその施設の一

つでありました。 

 そんな中、北見工業大学からカーボンニ

ュートラルに向けた実証実験の計画という

御相談がありまして、ゼロカーボンを推進

している本町として、実証実験の趣旨を理

解しまして、協力できる部分については協

力していきたいという思いから、今回、美

英福祉寮の敷地を御利用いただいていると

ころであります。実際に実験の結果につい

て、直接、美幌町にとって利活用できると

いう明確なものはございませんが、社会全

体のカーボンニュートラルの推進、脱炭素

化に向けた広い実証実験が行われるという

ことで本町も理解しているところでありま

すので、よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ４番髙橋秀明さ

ん。 

○４番（髙橋秀明君） 馬場議員と同じと

ころですが、趣旨は分かりました。 

 この除却工事の内容と詳細な内訳につい

てお願いします。 

○議長（戸澤義典君） 財務課長。 

○財務課長（吉田善一君） 髙橋議員の御

質問に御答弁いたします。 

 今回の除却工事の工事内容及び内訳につ

きましては、建物解体工事として３０７万

３,０００円、とりこわし発生材の運搬９６

万円、産業廃棄物処理１２５万３,０００円、

アスベスト除去工事を含む一般管理費等

１１３万４ ,０００円、消費税６４万

２,０００円の計７０６万２,０００円とな

りますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ４番髙橋秀明さ

ん。 

○４番（髙橋秀明君） 工事内容という

か、金銭面的には分かりました。 

 それから、先ほど馬場議員が質問してい
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たところですが、北見工大の実証実験住宅

を建設中ということで、この施設が危険建

物ということで取壊しになるのだろうと思

います。北見工大が実証実験をして、建築

が進んでいると同時に解体工事ということ

にはならなかったのか、もしくは、北見工

大から危険だよという要望があったのかど

うか、教えてください。 

○議長（戸澤義典君） 財務課長。 

○財務課長（吉田善一君） 御質問にお答

えいたします。 

 まず、今回、実証実験の住宅を建設とい

うことでお話がありましたのが令和４年の

７月頃かと記憶しております。その後、住

宅を建設する敷地として適当な場所がある

かどうかとやり取りしながら、最終的に美

英福祉寮の空き地を利用するということで

賃貸契約を結ぶ状況に至り、昨年の５月

１５日付で契約しております。 

 先ほどお話をさせていただきましたが、

これまで住宅、未利用施設の建物の解体に

ついては補助事業を活用して実施させてい

ただいているところですけれども、令和５

年度の補助事業にのれる、関係機関に対す

る申請等の行為が既に終了している状態で

あったことから、令和５年度の解体は見送

りまして、令和６年度に向けて予算計上を

させていただいたところであります。 

 あわせて、令和５年度については、同様

の補助事業を活用して、大きな事業費がか

かった状況で旧ゆうあいセンターを解体さ

せてもらっておりますので、事業の平準化

という意味でも令和６年度の解体を目指し

たいというところです。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 １０番吉住博幸さん。 

○１０番（吉住博幸君） ２款、１項、４

目、１４節の同じ場所であります。 

 私が端的にお聞きしたい点は、旧美英福

祉寮アスベスト含有事前調査業務は先行す

べきものであるが、そして、先ほどの髙橋

議員と同じように、積算内容について再度

お聞かせ願いたいと存じます。 

○議長（戸澤義典君） 財務課長。 

○財務課長（吉田善一君） 吉住議員の御

質問に御答弁いたします。 

 今回、解体を計画しております旧美英福

祉寮につきまして、一般住宅と比べまし

て、さほど大きな建築規模ではないことか

ら、アスベストの使用が比較的低い建材が

使用されていると見込んでおります。ま

た、建設当時の図面、仕上げ表が存在して

いることにより、現地確認等による工事費

の積算が可能であったことから、先ほど御

説明しました内訳の内容で参考見積書を徴

取の上、令和６年度にアスベスト含有調査

を実施後、年内に解体除却する計画で予算

計上させていただいたところでありますの

で、よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） １０番吉住博幸さ

ん。 

○１０番（吉住博幸君） 確認をさせてく

ださい。 

 現地調査に当たって、判定は誰がされた

か、資格等も含めて明確にしていただきた

い。 

 それから、アスベストというのは見た目

の規模に関係ないのです。通りすがりです

けれども、例えば、あそこに煙突がありま

すので、私は調査が必要だと思うのです。

大きなポイントとして、まず、煙突がある

か、ボイラー室があるかという観点で、可

能性が予測できるのです。もし建てたとき

の過去の図面があるというのなら、後でい

いですから、質問者である私にも見せてい

ただけませんか。アスベスト調査をすると

きに、個人住宅ではないのですけれども、

要点は、煙突、あえて言えばボイラー室に

注意を払って見なければいけないという勉

強もしてきたものですから、規模は関係な

いのです。まず、頭を切り替えてくださ

い。 
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 もう一点、工事費用のことも、積算内容

について引っかかるのです。例えば、私の

経験上から言うと、アスベストがあるだけ

で、工事代金は今の単価で言えば３００万

円、４００万円はざらだという思いがあり

ます。そうすると、細かい数字は別とし

て、すぐに１,０００万円も１,２００万円

もいくだろうという思いがあるのです。で

すから、言葉は分かるのです。アスベスト

調査をした後に発注しますからというのは

そのとおりだと思うのですが、強いて言え

ば、アスベスト調査が終わった後にしっか

り積算をして、追加予算でもすべきではな

いかというのが私の意見です。 

 ここで一番のポイントは、美幌町の今回

の場所ではなくて、アスベスト関係は、あ

るのかないのか、どういうアスベストがあ

るのか、どういう処分方法でするのかとい

う確定がなければ、予算そのものを提案で

きないものだと思っています。よく土木で

設計変更がありますが、同じ設計変更で

も、１割、２割だったら今までの全体の予

算の中でクリアできるけれども、例えば、

３割を超えたら予算を確保するための議会

を開いていただくと。予算をつくるために

です。ちょっと基準を勘違いしているかも

しれないと、私は危惧しているのです。 

 ですから、先ほど言ったようにアスベス

トは先行します。これは言葉のとおりで

す。でも、続けて予算を出すのはいかがな

ものかなということを投げかけておきま

す。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ２番馬場博美さん。 

○２番（馬場博美君） 続きまして、９５

ページ、２款総務費、１項総務管理費、５

目企画費の各種行事等報償９６万６,０００円

のうち、食品アップリフトアドバイザリー

事業８５万円について、事業内容及び積算

の内訳についてお伺いいたします。 

○議長（戸澤義典君） 地方創生担当主

幹。 

○地方創生担当主幹（竹下 護君） 御答

弁申し上げます。 

 本事業におきましては、昨年１２月に全

日本司厨士協会北海道地方支部と本町が連

携協定を締結したことを契機といたしまし

て、町民の皆様に連携協定のメリットを直

接感じていただける事業の一環として企画

されたものでございます。 

 事業内容といたしましては、町内で飲食

店を営む方が持つ、使用してみたい具材や

新商品のストーリー設定などのお困り事に

対しまして、司厨士協会がブラッシュアッ

プを行うものでございます。年に１回、公

募により申請を募りまして、その中からブ

ラッシュアップが可能な事業を審査し、採

択された案件には支援計画を策定し、策定

されました支援計画に基づきまして、年間

を通じて支援を行うものであり、採択件数

は年に二、三件を想定してございます。 

 予算につきましては、司厨士協会への協

力報償となってございまして、道外からお

１人１２万円、５回分で６０万円、道内か

らお１人５万円掛ける５回分で２５万円、

計８５万円の予算となってございます。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ２番、馬場博美さ

ん。 

○２番（馬場博美君） それでは、具体的

に説明をお願いしたいと思います。 

 先ほどの説明の中で、公募の申請により

可能な事業を審査し、採択するとのことで

すが、審査は誰がやるのかということが１

点です。また、採択件数で２件から３件と

いうものがあるのですけれども、例えば、

内容が非常にいいということで３件以上に

なった場合についての対応はどのように考

えているのか、この２点をお願いいたしま

す。 

○議長（戸澤義典君） 地方創生担当主

幹。 

○地方創生担当主幹（竹下 護君） 御答
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弁申し上げます。 

 １点目の御質問の審査につきましては、

司厨士協会の方と総務部政策課で審査をし

たいと思っております。審査の観点は、司

厨士協会が加わることによってアップリフ

トが可能かどうかということを観点に審査

をしたいと考えてございます。 

 続きまして、採択件数の目安の二、三件

ということですけれども、こちらにつきま

しては、先ほど申し上げましたアップリフ

トが可能かどうかというところで、どうい

う支援をしていくかという計画を策定して

いくことになります。手助けをする計画の

内容によっては、例えば、１回の御協力で

済むため司厨士協会の対応が可能であれ

ば、４件、５件という採択も可能かと思い

ますけれども、まずは２件もしくは３件を

目安として採択し、アップリフトをしたい

と考えているところでございます。 

 以上、よろしくお願いします。 

○議長（戸澤義典君） ２番馬場博美さ

ん。 

○２番（馬場博美君） 審査については理

解いたしました。 

 ただ、採択について、２件か３件を選ぶ

ということですが、先ほど私が言いました

ように、その中にもっといいものがあっ

た、４件も５件もあった場合の対応は具体

的にどうするのか、それでも１件か２件で

やめてしまうのか、そこら辺の説明をお願

いします。 

○議長（戸澤義典君） 地方創生担当主

幹。 

○地方創生担当主幹（竹下 護君） 御答

弁申し上げます。 

 実際に支援計画に基づいて支援を行うの

は司厨士協会の対応ということになります

ので、司厨士協会のほうで対応可能な時

間、時期ということが前提の条件になろう

かと思っております。 

 繰り返しですが、その時間が可能であ

り、いいアイデアがあれば、もちろん４

件、５件としたいところですけれども、ま

ずは二、三件というのは時間の制約上のめ

どということでございますので、御理解い

ただければと存じます。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 １０番吉住博幸さん。 

○１０番（吉住博幸君） ２款、１項、５

目、１２節における、ふるさと寄附金特設

サイト維持管理委託料２３１万円、ふるさ

と寄附金特設サイト更新等業務委託料

２３４万１,０００円の積算内容についてお

知らせ願いたいと思います。 

○議長（戸澤義典君） 政策課長。 

○政策課長（沖崎寿和君） 吉住議員の御

質問に御答弁いたします。 

 初めに、ふるさと寄附金特設サイト維持

管理委託料についてでございます。 

 こちらは、美幌町が国の交付金を活用し

て令和３年度に開設した特設サイトの維持

管理業務の委託でございます。積算の内訳

としましては、年額でございますけれど

も、サーバー関係、ドメイン費用が６万

６,０００円、レンタルサーバーの費用が

４６万２,０００円、そのほか、サーバーセ

キュリティー費用が７２万６,０００円、プ

ログラムを監視するなどの管理業務が６６

万円、バックアップ費用が３９万６,０００

円、合計で２３１万円となってございま

す。 

 続いて、ふるさと寄附金特設サイト更新

等業務委託料についてでございます。 

 こちらは、ホームページの更新やホーム

ページの閲覧に誘導する情報発信、インタ

ーネット上の検索で人の目につきやすくな

る対策などの業務の委託となっておりま

す。 

 積算の内訳としましては、こちらも年額

でございますけれども、活用事業の紹介ペ

ージ更新としまして１９万８,０００円、Ｓ

ＮＳによる情報発信の費用としまして、月

２回、年間２４回を見込みまして５２万
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８,０００円、ＳＮＳへの広告費用としまし

て、同じく年間２４回を見込み２６万

４,０００円、ＳＥＯ、検索エンジンへの上

位掲載対策というものがありまして、その

費用としまして、同じく年間２４回を見込

み４６万２,０００円、そのほか、新規返礼

品の紹介ページ、２０商品程度の追加を見

込みまして３３万円、新規特集事業所の紹

介ページ、二つの事業所の追加を見込みま

して１４万３,０００円、ＳＮＳキャンペー

ン用の特産品代としまして、年間６回を見

込み２４万円、ランキングの更新としまし

て、年間２回程度を見込み１７万６,０００

円、こちらの合計で２３４万１,０００円と

なっております。 

 以上でございます。よろしくお願いいた

します。 

○議長（戸澤義典君） １０番吉住博幸さ

ん。 

○１０番（吉住博幸君） 感心しました。

きっちり項目的には積算をやってきたのだ

なという気がします。 

 私がここで申し上げたいのは、コンピュ

ーター関係は私もよく承知しておりません

から、どういう金額が妥当なのか、丸めて

言われても困るのですが、今回はむしろ褒

めてあげたい。 

 令和６年度はこういう金額で、今の予算

額で発注したいという思いが伝わってきて

おりますが、令和５年度の実績、今回の発

注に当たっての仕組みと今までの仕組みに

かなりの相違があると思っているのです。

御用意があれば口頭でも構いませんので、

そこら辺の説明をお願いしたいです。 

○議長（戸澤義典君） 総務部長。 

○総務部長（那須清二君） ただいまの御

質問でございますが、特設サイトの委託料

につきましては、昨年度の決算でも御指摘

をいただいた部分でございます。３年間の

長期継続契約ということで結んでいたわけ

でございますけれども、いわゆる成功報酬

といいますか、寄附金の額に２％だったか

と思いますが、それを掛けた委託料で実際

にやっております。 

 ただ、特設サイトにかかる維持管理費用

については、成功報酬というよりも、固定

費でかかるものについてきちんとお支払い

することが適正ではないかという御指摘を

いただきました。ですので、令和５年度の

委託料につきましても、今、御説明しまし

た令和６年度と同様の積算方法によりまし

てお支払いできるよう、変更契約について

相手方ともお話をして了解を得られており

ますので、その点を御説明したいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） １０番吉住博幸さ

ん。 

○１０番（吉住博幸君） まだ令和５年度

は終わっていませんけれども、令和５年度

の大体の見込みが分かっていると思いま

す。例えば、９００万円ぐらいいくのか、

１,０００万円近いのかということです。 

 私は今回、きちんと見積もればできるの

だなと逆に褒めてあげたいのです。これ以

上しゃべると一般質問のようになりますか

ら、発信したい要点は、こういうコンピュ

ーター関係は、ふるさと納税ばかりではな

くて、他の部署でもコンピューター関係で

いろいろな予算がついておりますので、き

ちっと見積りをしてくださいねということ

です。このことを本音としては発信した

く、この質問をこの場でさせていただきま

した。 

 最後に、皆さんは大体分かっていると思

いますけれども、実績だけちょっと触れて

終わりにしたいと思います。 

○議長（戸澤義典君） 政策課長。 

○政策課長（沖崎寿和君） 令和５年度の

ふるさと納税の特設サイトの維持管理委託

料の実績でございます。 

 令和５年度におきましては、先ほど部長

から御説明させていただいたとおり、当初

２.２％という契約ではございましたけれど

も、そちらに上限というような形での
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（「金額について」と発言する者あり） 

 金額につきましては、維持管理業務委託

料、消費税込みで５９４万円という見込み

でございます。 

 更新業務等委託料につきましては、今、

手元に資料がないので、確認して御答弁を

させていただきたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 １３番大原昇さん。 

○１３番（大原 昇君） 同じ款項目で、

ふるさと寄附金特設サイト更新業務等委託

料の説明を受けましたけれども、その中

で、ランキング更新、トップページ返礼品

一覧という項目がありました。これは、美

幌なのか、全道なのか、全国なのかをお知

らせしていただきたいと思いますし、例え

ば美幌町でだけのランキングであれば、ど

のような目的でこれをやっているのか、教

えていただきたいと思います。 

○議長（戸澤義典君） 政策課長。 

○政策課長（沖崎寿和君） 御答弁申し上

げます。 

 ランキングの更新の考え方でございます

けれども、こちらは美幌町における返礼品

の上位ランクを掲載するということで取り

組んでいるところでございます。 

 この目的としましては、美幌町の寄附

金、返礼品について、どういったものが世

間から人気があるのか、そういった情報発

信を対外的にすることによって、その商品

の魅力に気づいていただきたい、そのため

にランキングの掲載をさせていただいてい

るところでございます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） １３番大原昇さ

ん。 

○１３番（大原 昇君） ランキングをこ

のように上げているわけですけれども、そ

れであれば、これによって売上げが少しは

変わったのか、つかめる範囲でお願いしま

す。 

○議長（戸澤義典君） 政策課長。 

○政策課長（沖崎寿和君） 御答弁いたし

ます。 

 ランキングの掲載が売上げといいます

か、寄附の増額につながったかというとこ

ろでございますけれども、どういった関連

性があるかという正確な分析まではできて

いない状況でございます。 

 ただ、令和４年度、令和５年度とランキ

ングを比較しますと、上位の返礼品、第１

位の北海道ブランド牛の赤身、第２位のタ

マネギのＬサイズにつきましては、そうい

ったランキングに変動がないことから、こ

ういったものは人気があるという情報の掲

載、発信の結果ではないかと考えていると

ころでございます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） １３番大原昇さ

ん。 

○１３番（大原 昇君） ランキング別に

品目をずっと挙げていますけれども、この

中で、例えば、赤肉とか、タマネギとか、

これはこういうものですよ、これはこうい

うところで作っています、あるいは無農薬

ですとか、いろいろなことがあると思うの

ですが、そういう説明か何かも一緒につけ

ているのでしょうか。 

 もしなければこれからそういうことを考

えていかないと、相手方にアピールするた

めにも必要かと思います。ついているの

か、ついていないのかだけです。 

○１３番（大原 昇君） 政策課長。 

○政策課長（沖崎寿和君） 御答弁いたし

ます。 

 特設サイトの中に返礼品の紹介ページが

ございまして、それぞれの返礼品に対して

説明をつけてございます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ４番髙橋秀明さん。 
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○４番（髙橋秀明君） 吉住議員、大原議

員と同じ箇所ですが、２人の質疑でおおむ

ね理解はしました。 

 その中で、金額は小さいのですけれど

も、ふるさと寄附金カタログ作成等業務委

託料についてです。言葉は分かるのです

が、実際にこれはどこで製作しているの

か、もしくは、常時更新していっているの

か、その確認だけをしておきたいと思いま

す。 

 それから、大原議員も言っていました返

礼品の状況ということで資料等を見ていま

して、人気があるものはいいのですが、失

礼な言い方になりますけれども、登録して

いてもほとんど人気がない品目の取扱い、

また、今後の開発状況をお知らせいただき

たいと思います。 

○議長（戸澤義典君） 政策課長。 

○政策課長（沖崎寿和君） 御答弁いたし

ます。 

 まず、ふるさと寄附金カタログ作成等業

務委託料について御説明をさせていただき

ます。 

 こちらは、Ａ４判で三つ折りの規格を想

定しておりまして、デザイン等も含めて

２００部程度を作成する予定でございま

す。返礼品の追加やランキングの更新等に

ついても掲載しておりますので、このカタ

ログは毎年作成させていただいているとこ

ろでございます。 

 続きまして、製作業者でございますけれ

ども、令和５年度の実績としましては、株

式会社魯山で作成してございます。令和６

年度につきましては、町内の業者等に見積

り等を取った上で業者を選定していきたい

と考えております。 

 続きまして、返礼品の関係でございま

す。 

 人気のある返礼品とそうでない返礼品が

ありまして、なかなか人気が出てこない返

礼品の取扱い、考え方はいかがなものかと

いうところにつきましては、年間を通じて

数件程度の申込みしかない返礼品も残念な

がらあるのですけれども、そういったもの

についても、ＰＲ、情報発信をさせていた

だきまして、募集を続けていきたいと考え

ております。今のところ、人気がないから

といって登録を抹消するということまでは

町としては考えてございません。ただ、取

扱い事業者から取り下げたいという御要望

がありましたら対応はしていきたいと考え

ているところでございます。 

 また、返礼品の開発状況でございますけ

れども、町として事業者とタイアップして

こういった返礼品を開発するという業務委

託等については予算を計上しておりません

が、開発状況といいますか、各事業者から

こういった返礼品を登録したいといった御

相談には随時応じております。令和５年度

におきましては、４月から今年の１月にか

けまして、ジンギスカンですとか牛サガリ

等の肉類のほか、ベーグルですとかグラス

フェッドアイスなどの食品を主体として、

合計１０点ほどの返礼品を登録している状

況にございます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ４番髙橋秀明さ

ん。 

○４番（髙橋秀明君） 先ほど、人気のな

い商品と失礼なことを言いましたけれど

も、思いとして、今、年間に１回、２回程

度の商品もありますと答弁していました。

それであればなおのこと、商品開発という

意味では、人気のない商品の再開発という

か、よりグレードの高い商品に進化してい

ただくような取組の助言を町としてもす

る、もしくは本人も開発に取り組んでいた

だきたいという意味合いで言ったつもりで

す。そういう応援が大事だと思うのですけ

れども、その辺はどうでしょうか。 

○議長（戸澤義典君） 政策課長。 

○政策課長（沖崎寿和君） 御答弁いたし

ます。 

 そういった商品に対しては、情報提供を
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いただいて、なぜ人気があまり出ていない

のかという分析は我々もしております。取

扱い事業者とそういったところを相談する

ことによって、つなげて、今後人気が出る

ように修正や改善の提案はさせていただい

ています。 

 ただ、例えば、美幌町の返礼品としまし

ては、空き家の管理というものをＰＲする

上で、こういったものもあるということで

取り組んでいる返礼品もございまして、そ

ういった部分についてはなかなか改善や改

良ができない状況でございますので、御理

解をいただきたいと思います。 

○議長（戸澤義典君） 暫時休憩します。 

 再開は、１１時２０分とします。 

午前１１時１０分 休憩 

─────────────────── 

午前１１時２０分 再開 

○議長（戸澤義典君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

 引き続き、令和６年度美幌町一般会計予

算について質疑を行います。 

 先ほどの２款企画費で議席番号１０番吉

住議員から質疑があった件について、理事

者側から答弁の申出がありますので、発言

を許します。 

 総務部長。 

○総務部長（那須清二君） 先ほどの吉住

議員からの御質問でございますが、令和５

年度分のふるさと寄附金特設サイト維持管

理委託料、契約の変更ということで、今、

相手方とお話がついているわけですが、そ

の金額につきまして、維持管理委託料が

５９４万円、特設サイト更新等業務委託料

として６１万６,０００円となっております

ので、よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ６番上杉晃央さん。 

○６番（上杉晃央君） ２款、１項、５目

企画費の移住相談拠点施設運営等業務委託

料１,９９９万９,０００円の業務内容及び

積算内容について説明いただきたいと思い

ます。 

○議長（戸澤義典君） 地方創生担当主

幹。 

○地方創生担当主幹（竹下 護君） 御答

弁申し上げます。 

 本事業におきましては、多様な主体によ

る交流を通じたコミュニティー活性化や移

住定住・関係人口の創出を促進するため、

移住相談拠点施設ＫＩＴＥＮの運営業務や

移住希望者からの相談業務、企業等のコワ

ーキングスペース利用促進に向けた企画・

運営業務、地域おこし協力隊インターン制

度を活用し、学生や若者を対象とした短期

滞在型インターンプログラムの企画・運営

業務を委託するものでございます。 

 積算内訳としましては、地域おこし協力

隊経費が３名で約１,５６０万円、移住者と

の意見交換会開催経費が２回で約２万円、

企業ワーケーションツアーの開催につきま

しては６社で６６万円、ワーケーションツ

アーの参加補助費として６社で３３万円、

ＫＩＴＥＮのホームページの維持管理費が

年間３３万円、運営費が９９万円、そし

て、地域おこし協力隊インターンは夏と冬

２回開催予定で、６名で約１０８万円、そ

のインターンプログラムの作成費として

９９万円で、合計１,９９９万９,０００円

の予算となってございます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ６番上杉晃央さ

ん。 

○６番（上杉晃央君） 内容は分かりまし

た。 

 ２点ですが、まず、来年度の地域おこし

協力隊経費の上限が今年度より４０万円ア

ップするという説明がございました。これ

は、いわゆる人件費相当分で拡充されるの

か、その他の経費で拡充されるのか、その

辺の拡充の中身を確認したいです。 

 それから、今回、初めて協力隊のインタ

ーン制度を活用するということですが、こ
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の予算の中のインターンプログラムという

のは、具体的にどういう内容をつくるの

か。また、今年初めての事業ですけれど

も、今回、インターンプログラムをやって

みて、その成果によっては来年度以降も引

き続いて、継続してやっていこうとするの

か、その辺の考え方について説明いただき

たいと思います。 

 次に、夏と冬ということで６名１５日と

なっていたのですが、この辺の計画の配分

について、夏は何日ぐらいなのか、冬が何

日ぐらいなのか、もしその辺の内訳が分か

ればお教えください。 

○議長（戸澤義典君） 地方創生担当主

幹。 

○地方創生担当主幹（竹下 護君） 御答

弁申し上げます。 

 １点目は、今回、特別交付税措置の改正

がございまして、増額分は主に人件費相当

ということでお伺いしております。具体的

には、賃金相当額が３６６万円で、その他

家賃手当や福利厚生費などの経費相当額が

１５４万円という考え方になっていること

を確認しております。 

 続きまして、インターンプログラムの内

容でございますけれども、実際にインター

ン生に来ていただきまして、どのような体

験をしていただくかというプログラムをつ

くります。 

 具体的な事業内容としては、地域活動と

して、町民の方ですとか地元企業との交流

なども予定しておりますので、インターン

参加者の挑戦機会の創出ですとか地域づく

りの現場を体験できるようなもの、それに

ついて地域の方とプログラムを組んでいく

と御理解をいただければと思っておりま

す。 

 夏、冬とそれぞれ２週間程度、マックス

１５日ですけれども、それぞれ１５日程度

で予定をしてございます。 

 そして、インターンプログラムですけれ

ども、今年度は既に実施してございます。

夏３名、冬２名の参加がありまして、中に

は北海道の公務員志望の方もいらっしゃっ

たり、地域の方との交流なども含めて手応

えを感じているところでもございますの

で、令和６年度も実施し、この事業が続く

ようであれば美幌町として継続していけれ

ばと考えてございます。 

 よろしくお願いします。 

○議長（戸澤義典君） ６番上杉晃央さ

ん。 

○６番（上杉晃央君） ほぼ人件費で拡充

されるということです。地域おこし協力隊

は、国の財政措置があるということで、人

材確保のためには喜ばれることですから、

国も支援してくれるということでよいと思

います。 

 インターンプログラム関係の作成費とい

うのは、外注をするという意味で受け止め

ていいのでしょうか。それとも、町でつく

ったプログラムを印刷するとか準備すると

いう意味なのか、発注が業務委託的な内容

なのかどうかを確認させていただきたいと

思います。 

○議長（戸澤義典君） 地方創生担当主

幹。 

○地方創生担当主幹（竹下 護君） ただ

いまの御質問ですけれども、主に後者のプ

ログラムを作成する業務を委託するという

ことでございます。 

 よろしくお願いします。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ６番上杉晃央さん。 

○６番（上杉晃央君） 続いて、２款、１

項、６目辺地対策費のデマンドバス運行業

務委託料８１０万１,０００円、令和４年度

から令和５年度の利用実績見込み及び積算

内訳について御説明いただきたいと思いま

す。 

○議長（戸澤義典君） 町民活動課長。 

○町民活動課長（佐久間大樹君） ただい

まの御質問に答弁させていただきます。 
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 デマンドバスもーびーの利用実績でござ

いますが、令和４年度は３,８００人、令和

５年度は、２月末でございますが、４,５２５

人となっております。 

 次に、積算の内訳でございますが、時間

当たりの単価に運行時間を掛けて積算して

おります。この時間当たりの単価は、国交

省が都道府県ごとに定める１時間当たりの

標準的な経費を使用しておりまして、令和

６年度は３,５８９.８３円が１時間当たり

の単価となっております。運行時間は準備

も含めて１日６時間、こちらが３５４日で

す。さらに、令和６年度は、冬休みの期間

に試験的にリリー山までの運行を予定して

おります。これが前後３０分を足しまして

運行時間が７時間となりまして７日間、計

３６１日間の運行経費に事務手数料の３０

万円を加えまして８１０万１,０００円とな

ってございます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ６番上杉晃央さ

ん。 

○６番（上杉晃央君） ２月末見込みで

７００人ぐらい増えているということで利

用促進にはなっていると思うのですが、日

平均で見ると、令和４年度と令和５年度は

何人ぐらいになるのでしょうか。 

 あわせて、日平均が出てきたら分かると

思うのですけれども、私も時々車を運転し

ていて、まちなかでもーびーを見ますが、

残念ながら、相変わらずびっちり乗ってい

ることが少ない状況です。今まででは３人

ぐらい乗っていたのが一番多いのかなとい

う感じで見ていたのですけれども、日平均

が出された数字で幾らになるのかというこ

とと、以前も聞いたと思いますが、増やす

ために町民にどのような形でＰＲをしてい

るのか、その辺についてお尋ねしたいと思

います。 

○議長（戸澤義典君） 町民活動課長。 

○町民活動課長（佐久間大樹君） ただい

まの御質問に答弁させていただきます。 

 令和４年度は１日当たりにして１０人ぐ

らいかと思います。一方、令和５年度は十

四、五人ぐらいの計算になると思っており

ます。 

 増やすための方策としましては、昨年

度、利用者様のニーズに応えてバス停を４

か所増やしております。さらに、宣伝とい

たしましては、広報はもちろんのこと、各

種団体で使っていただけるように呼びかけ

などを実施しております。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ６番上杉晃央さ

ん。 

○６番（上杉晃央君） いろいろな意見を

聞きながらバス停を４か所増やしたという

ことですが、これは始まってまだそんなに

年数がたっていません。限られた運行時間

の中で住民ニーズを全部受け入れることは

非常に難しいと思うのですけれども、それ

にしても、日平均で言うと前年より二、三

人増えた程度です。せっかくの制度なの

で、もっともっと足として活用していただ

きたいと思います。 

 令和５年度と同じように、町民からの要

望等があれば、同じようにバス停を増やし

たり、運行区域の拡大について定期的に住

民の皆さんの要望を聞きながら令和６年度

も取り進める考えなのかどうか、お尋ねし

たいと思います。 

○議長（戸澤義典君） 町民生活部長。 

○町民生活部長（関 弘法君） 今、お話

がありましたとおり、もーびーの乗車率の

拡充等、令和６年度以降もしっかりと取り

組んでいきたいと思ってございます。 

 その中で、先ほど課長も申し上げました

とおり、しっかりと広報宣伝するといった

ことはありますが、もーびーは、広域的な

地域間のバスと違って小回りが利く状況に

なってございますので、そういった意味で

は、細かな部分での対応も可能かと認識し

てございます。そういったことも含めまし

て、町民の方々の意見等につきましては積
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極的に受け入れていく中で、先ほど申し上

げましたバス停の増設も引き続きやってい

きたいと考えてございます。 

 また、地域の拡大につきましては、現

在、制度上、美幌町内全域がもーびーの対

応ができる地域登録になってございますの

で、そういった意味からしましては、運行

状態や運営の効率化といった課題もござい

ますが、その範囲内で可能な部分につきま

してはしっかりと対応してまいりたいと考

えてございます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ３番横山清美さん。 

○３番（横山清美君） 私からは、２款、

１項、６目、１２節の総務費、総務管理

費、辺地対策費の公共交通運転手業務委託

料についてお伺いをさせていただきたいと

思います。 

 今回の業務委託料につきましては、地域

おこし協力隊２名の採用についてという内

容でございますが、具体的な募集内容、募

集関係、そのタイムスケジュール等につき

ましてお聞かせ願いたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） 町民活動課長。 

○町民活動課長（佐久間大樹君） ただい

まの質問に答弁させていただきます。 

 公共交通運転手業務委託料につきまして

は、全国的に深刻な運転手不足の現状を踏

まえ、将来、美幌町の公共交通を担う地域

おこし協力隊を募集するものでございま

す。募集人員は２名、委託業者が地域おこ

し協力隊を雇用し、町から委託事業を実施

することになります。 

 協力隊の業務は、地域公共交通の課題や

利用促進、路線バス、スクールバス、もー

びー、多目的バス、乗合タクシー等の運転

業務、また、美幌町に移住したことの経験

を踏まえて、運転手採用活動のサポートな

ども行っていただきます。 

 任期は１年間でございますが、最大３年

間を予定しております。 

 予算の内訳につきましては、給与、手

当、社会保険料で３５６万円、こちらは

１０か月分の積算となります。そのほか

に、旅費が２１万円、住宅準備支援金が

２０万円、免許取得費用の助成としまして

４ ５ 万 ６ ,０ ０ ０ 円 、 合 計 ４ ４ ２ 万

６,０００円となっており、これを２名分予

算化しております。さらに、求人サイトへ

の掲載料としまして３３万円を２回分計上

しております。 

 この経費を活用いたしまして、これから

募集を開始することになりますが、まず、

４月から民間の求人サイトに掲載いたしま

す。３月中に移住・交流推進機構、ＪＯＩ

Ｎに地域おこし協力隊募集サイトがござい

まして、そちらに掲載し、町のホームペー

ジ、ＳＮＳにも３月に掲載する予定でござ

います。さらに、交通事業者によって周知

も行っていただきます。応募の締切りは５

月中旬を予定しており、その後、採用試験

を経て、最短で６月からの勤務を予定して

おります。 

 今後の協力隊の確保に向けて、公共交通

事業者と協力しながら努力してまいりたい

と思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（戸澤義典君） ３番横山清美さ

ん。 

○３番（横山清美君） 今、受けた内容に

つきましては確認をさせていただきまし

た。 

 また、今日のこの質疑に当たり、今日の

道新にたまたま出たものですから、タイム

リーで非常に聞きづらい面もあったのです

が、これから地域おこし協力隊の採用とい

う部分ですが、現実に採用に至らなかった

場合に、公共交通をどうしていこうかとい

うところですね。採用に至らなかった場合

の今後の対応についてお聞かせ願いたいと

思います。 
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○議長（戸澤義典君） 町民活動課長。 

○町民活動課長（佐久間大樹君） 採用に

至らなかった場合でございますが、町とい

たしましては、このほかにも、昨年度、９

月の定例会で補正予算をお認めいただい

て、様々な支援を行っております。 

 残念ながら、今回、地域おこし協力隊に

応募がなかったとしても、継続して公共交

通事業者と協力、連携しながら、随時、運

転手の確保に努めてまいりたいと考えてお

りますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ４番髙橋秀明さん。 

○４番（髙橋秀明君） 横山議員と同じと

ころの質問で、一つだけ教えていただきた

いと思います。 

 業務内容で、公共交通の課題提起や利用

促進は分かります。それと、路線バス、ス

クールバス、もーびー、多目的バス、タク

シー等の運転業務と運転手採用活動のサポ

ートとありますけれども、本目的はどちら

なのでしょうか。本音として、運転手をし

てもらうのに協力隊として来てもらうの

か、全般的な公共交通の確立のために協力

隊に協力を願うということなのか、そこの

目的を聞かせてください。 

○議長（戸澤義典君） 町民生活部長。 

○町民生活部長（関 弘法君） 今回、地

域おこし協力隊の制度を活用して、運転

手、乗務員の確保を図ろうということでご

ざいます。 

 今お話がありましたとおり、乗務員不足

に当たっては、一義的には乗務員をしっか

りと確保したいというのが本音のところで

はございます。ただ、地域おこし協力隊の

制度を活用いたしますので、特定の財源を

いただいた中での活用という中にあって

は、そういった財源も活用して、公共交通

全体、地域の活性化、コミュニティーの増

進、そういったことも含めましてしっかり

と取り組んでいきたいと考えてございます

ので、よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 １１番大江道男さん。 

○１１番（大江道男君） 予算書の９９ペ

ージ、住民活動推進事業の中で、集会室等

の利用率の向上に対する取組についてお聞

きいたします。 

 従来から、集会室の利用状況がなかなか

伸びていないということで心配しておりま

すが、私の所属する自治会でも、実は町か

らの交付金を充てて集会室の利用料を入れ

ても、特別会計で赤字になっているという

状況で、町内会活動にとっても重荷になっ

ているというのが通例ではないかと見てい

ます。 

 そこで、利益が上がっているというとこ

ろももちろんあると思うので、全数の中で

黒字になっているところがあるのであれば

教えていただきたいと思いますが、多分、

全体としては赤字の状況ではないかという

ことを心配しています。状況をお知らせい

ただきたいと思います。 

 もう一つは、残念なことですけれども、

例えば、私は議会報告会で集会室などをな

るべく使うようにしているのですが、多く

の場所では、こういうところに来て報告会

をやってもらうのはありがたいというのが

共通の反応ですけれども、一、二の施設に

おいては、けげんな感じでいるのです。そ

ういうものに使えるのか、物によっては受

け付けないということも現実に発生してい

ます。私個人との関係で何か思うところが

あって、そんなものは貸せるかという方が

いらっしゃることは分かっていますけれど

も、事は集会室です。公の施設で管理を委

託されているという状況では、個人的な気

分や感情で貸すとか貸さないということは

すべきではないし、むしろ積極的に、大い

に利用するのがいいと思うのです。 

 集会室を積極的に活用しようということ

での制限因子を探すのではなくて、積極的
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に利用できるというＰＲに勢いがないから

かなと思うのですが、私の所属する政党で

あれ、それぞれの団体であれ、積極的な利

用に門戸を開くということがより必要にな

っているのではないかと思うのです。そう

いう点で、取組の状況と今後の対応を聞か

せていただきたいと思います。 

○議長（戸澤義典君） 町民活動課長。 

○町民活動課長（佐久間大樹君） ただい

まの御質問に答弁させていただきたいと思

います。 

 私からは、１点目の維持管理費用につい

て説明させていただきます。 

 集会室の維持管理は指定管理という形で

やっていただいておりますので、基本的に

は赤字にならないよう委託料を支払ってい

ますが、一部、自治会の会員が利用する場

合に、その利用料を自治会費から支払って

いるケースがございます。そういった場合

は自治会費から支出している形があると思

います。 

 いずれにせよ、指定管理でございますの

で、赤字で経営するということは本来の形

ではございませんので、もしそういうケー

スがあれば御相談をいただければと考えて

おります。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） 町民生活部長。 

○町民生活部長（関 弘法君） 私から

は、今後の対応等も含めましてというお話

でございますが、基本的に、地域集会室に

おきましては、地域住民の集会活動の場と

して大変重要な役割を担っていると認識し

ています。 

 一方で、今、課長からも話がありました

とおり、施設管理は自治会ということで指

定管理をさせていただいてございますが、

その施設の秩序維持、そしてまた安全確保

にしっかりと努めるといった責務を有して

ございます。 

 御質問のございました集会室の利用につ

きまして、利用申請の審査基準は集会室条

例に基づいて行われるということが原則と

なってございます。集会室条例により判断

をしにくいといった場合につきましては、

都度、その自治会から担当に御連絡をいた

だいて、担当でも併せて対応をさせていた

だいているところではございますが、原則

的に、利用につきましては不公平が生じる

ことがないように、また、利用制限などに

ついても、さらに分かりやすい内容で、そ

の基準を明確に前もって周知をしていくと

いうことは当然ながら必要なのだろうと考

えてございます。 

 条例に抵触していないのに利用を認めな

い、こういったことにつきましては、利用

者の権利を侵害する可能性もございますの

で、そういった意味からも、客観的な基準

に基づいて管理運営をしていくことが必要

と考えてございます。 

 また、お話がございました担当者などに

よる個人的な見解に基づく判断につきまし

ても、当然ながら、透明性に欠け、利用者

の理解を得にくいものということでござい

ますので、透明性を高めていくことも必要

であると認識してございます。 

 今後におきましても、お話ししましたと

おり利用基準などを明確にして、それを公

開し、利用者に分かりやすい仕組みづくり

を構築してまいるということはもとより、

公平性、透明性をしっかりと徹底して地域

住民の皆さんの信頼を得られるような施設

管理、運営を図ってまいりたいと考えてご

ざいますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（戸澤義典君） １１番大江道男さ

ん。 

○１１番（大江道男君） 広く積極的に利

用が促進されるという取組を期待しており

ます。 

 もう一つ、人口がどんどん減って、民間

の個人事業主の方々も業務を畳まなければ

ならない、店を閉じなければならないとい

う中で、せっかく地域に集会室があるの
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で、自分たちも積極的に利用できないもの

かという相談がありました。 

 条例上は、営利を目的として使用すると

きは駄目となっていますので、業者が本来

の業務のために使うというのは、入り口で

駄目となる問題です。しかし、業者も住民

の中の団体です。目的は営利なのですけれ

ども、ぜひ美幌町で積極的に、事業活動の

ために抵触しない範囲の中で認めるべきで

はないかという思いはあるのです。個人も

もちろんだけれども、個人事業主も含め

て、利用率が非常に少ない集会室を積極的

に開放するというのは課題ではないか。入

り口の段階で、あなたの目的は営利でしょ

う、したがって貸しませんと、この答えは

一つだけということにはならないのではな

いかという思いがあります。それでは、ど

ういう範囲で、例えばその場所で物品を直

接販売することはいかがなものかというよ

うなクッションがあっていいのではないか

という思いもいたします。集会室は全くの

個人の営利を目的としていない事業にのみ

使われるという縛りだけでいいのだろう

か。 

 確かに、必要な運営経費については町が

助成金を出してバランスを取っているから

問題はないとなりますけれども、町が出す

お金は、結局は住民からいただいた税金で

す。利用されない限り、助成金は増えざる

を得ないという延長線だけで考えていいの

かどうか。 

 あるいは、人口がどんどん減って、事業

所も減っていくのが当たり前の時代に、な

お、その中で利用できるものは積極的に利

用させるという姿勢は必要なことではない

かと思うのです。現状だけではなくて、将

来に向かって、集会室は各地域に散らばっ

ていますので、その積極的な利用に向かっ

て大いに考えるべき問題ではないかとも思

うのですが、いかがでしょうか。 

○議長（戸澤義典君） 町民生活部長。 

○町民生活部長（関 弘法君） 集会室の

利用につきまして、様々な要望、ニーズ等

があるのは承知しているところでございま

す。 

 現在、集会室の在り方、目的に沿った形

の運営ということは基本と考えてございま

す。今後につきましても、その考え方につ

いては、しっかり基本と捉えてやっていく

必要があるのだろうという認識ではござい

ますが、今、議員からもお話がありました

とおり、それぞれ御意見もあると思いま

す。一くくりにしてイエスかノーかといっ

た課題があることも承知しているところで

ございますので、様々な御意見または要望

等もお受けする中で、今後、いろいろな形

で整理をしていきたいと考えてございます

が、現在は、あくまでも基本的な在り方は

守りつつ、大きな意味での考え方は整理を

していきたいと考えてございます。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ２番馬場博美さん。 

○２番（馬場博美君） １０３ページ、２

款総務費、１項総務管理費、１０目電算管

理費のＤＸ対策業務委託料８ ,４００万

６,０００円について、令和５年度の実施状

況、令和６年度の業務内容及び今後の見通

しをお伺いいたします。 

○議長（戸澤義典君） デジタル推進主

幹。 

○デジタル推進主幹（竹下 護君） 御答

弁申し上げます。 

 ＤＸ対策業務は、令和３年１１月に策定

しました美幌町ＤＸ推進計画により、令和

７年度末に向けて様々な取組を行っている

ところでございます。 

 国は、ＤＸ対策の大きな取組といたしま

して、税や戸籍などの基幹システムについ

て、国内全体を標準化するシステムへの切

替えを実施することとしておりまして、本

町におきましても、令和５年度には現在の

美幌町のシステムが標準仕様と比べてどれ

だけ異なっているのか、または問題がない
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のかの分析などを行っております。そし

て、令和６年度から令和７年度にかけまし

て、政府が準備しているクラウドでござい

ますガバメントクラウドへの新規システム

構築を行うこととしております。 

 なお、新システムの稼働は令和７年度末

を見込んでおりまして、新システム導入に

併せまして、現在の業務の流れを標準仕様

の業務の流れに変更するということも行っ

てまいります。 

 その他、令和５年度にはゼンリン地図の

オンライン閲覧システムやセキュリティー

研修の委託業務などを行っております。 

 令和６年度は、先ほど御説明いたしまし

た標準化システムへの移行のほか、新たに

生成ＡＩの導入やマイナンバーカードを活

用した個人通知システムの導入などを行う

予定です。 

 美幌町ＤＸ推進計画は令和７年度までの

計画となってございまして、令和８年度以

降は第２期計画を作成し、推進していく予

定でございます。国の動向を注視しながら

デジタル化の推進を図ってまいりたいと考

えておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（戸澤義典君） ２番馬場博美さ

ん。 

○２番（馬場博美君） 今の課長の説明で

理解はしました。 

 ただ、１点だけですが、新聞報道による

と、実際においてはシステムの移行が非常

に遅れており、令和７年度末は非常に厳し

いのではないかという話もされていまし

た。 

 そこで、令和５年度の分析結果で調査を

しているのですけれども、今のところ、令

和７年度末までには移行できるということ

なのか、現在、本当に問題があるのか、そ

の点についてお伺いしたいと思います。 

○議長（戸澤義典君） デジタル推進主

幹。 

○デジタル推進主幹（竹下 護君） 御答

弁申し上げます。 

 現在、新聞報道等で間に合わないのでは

ないかというのは主に大きな自治体でござ

いますけれども、そういった自治体は独自

でシステムを構築しているところがほとん

どでして、標準化に合わせていくのが困難

だという事態になっているとお聞きしてお

ります。 

 美幌町規模の自治体におきましては、標

準化に近いパッケージを購入して構築して

いるという現状がございまして、現時点に

おきましては間に合う見込みで進めており

ます。 

 また、令和５年度に行いました現行シス

テムのチェックですけれども、特段、大き

な問題、課題等はございませんが、現段階

におきましても国は仕様の変更をしており

まして、最近でいきますと、先月もまた仕

様変更をしている状況でございます。 

 したがいまして、令和６年度に入りまし

たら、最終版と前回のチェックを行ってい

きたいと考えておりますので、よろしくお

願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ８番藤原公一さん。 

○８番（藤原公一君） 私からは、２款総

務費、１項総務管理費、１０目の電算管理

費のデジタル推進事業、デジタル人材育成

業務委託料１８５万７,０００円の業務委託

内容についてお伺いしたいと思います。 

○議長（戸澤義典君） デジタル推進主

幹。 

○デジタル推進主幹（竹下 護君） 御答

弁申し上げます。 

 美幌町ＤＸ推進計画に基づきまして、職

員がＤＸに関する知識を向上させ、自発的

に自分の業務の改善策を出せるようになる

ことを目的に、職員向けにデジタル人材育

成研修を実施するための業務委託となって

ございます。 

 業務内容といたしましては、自治体ＩＣ
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Ｔの初級から中級程度のネットワーク、ハ

ードウエア研修と応用編としてのエクセ

ル、ワード、パワーポイント研修など、年

３回から５回の研修を委託するものです。 

 なお、受講者は、若手職員を中心に２０

名程度を予定しております。 

 よろしくお願いします。 

○議長（戸澤義典君） ８番藤原公一さ

ん。 

○８番（藤原公一君） まず、若手の２０

名程度の人選方法をどのようにするのかと

いうことと、研修内容のことで、職員が職

員に教えるのか、外部講師を連れてきて講

習をするのか、もう一点は、この事業は何

年ぐらい継続させていこうとされているの

かをお聞きしたいと思います。 

○議長（戸澤義典君） デジタル推進主

幹。 

○デジタル推進主幹（竹下 護君） 御答

弁申し上げます。 

 １点目の人選につきましては、入庁から

５年から１５年程度の職員で、各部局から

平均して２０名程度を選出したいと考えて

ございます。 

 続きまして、講師につきましては、外部

講師を招聘して授業をしていただく予定で

ございます。また、事業期間でございます

けれども、今回、単年度の予算要求とさせ

ていただいておりますが、計画としては、

まずは２年間実施をしてみたいと考えてご

ざいます。 

 よろしくお願いします。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ６番上杉晃央さん。 

○６番（上杉晃央君） 同じく電算管理費

です。 

 今、概要を聞きましたが、業務内容と積

算内訳についてお尋ねしたいと思います。 

○議長（戸澤義典君） 窓口業務でいいで

すか。 

○６番（上杉晃央君） はい。 

○議長（戸澤義典君） デジタル推進主

幹。 

○デジタル推進主幹（竹下 護君） 御答

弁申し上げます。 

 本業務は、窓口における申請書など作成

時の記入量削減を目的としまして、マイナ

ンバーカードなどの利用による申請書印刷

システムを導入しようとするものでござい

ます。 

 具体的には、希望される申請書を選択し

た上で、マイナンバーカードや運転免許証

などを読み取り、カードに保存されている

氏名、住所、生年月日、性別の情報を申請

書に記載した状態で印刷することが可能と

なるシステムでございます。 

 積算としましては、カメラにより顔認証

ができる端末が３台で５８３万６,０００

円、対面による本人確認の上、申請書を印

刷することができる端末が６台で２０８万

６,０００円となってございます。 

 なお、各システムの配置につきまして

は、１階の各窓口に設置することとしまし

て、本格稼働は本年１０月頃を予定してご

ざいます。 

 よろしくお願いします。 

○議長（戸澤義典君） ６番上杉晃央さ

ん。 

○６番（上杉晃央君） 答弁の中で、若手

職員２０名程度ということですけれども、

当然、美幌町役場全体でＤＸ推進をしてい

くということになると、部の偏りなどがあ

っては駄目だと思うのです。職員を各部に

バランスよく配置しても、当然、人事異動

等もありますから、今後、１回だけの研修

だけではなくて、継続的に年に３回から５

回とやっていくと思いますが、全職員がこ

ういうことを十分熟知して対応できるよう

にするため、これからも年次的に研修を組

み立てていくのか、その辺の考え方につい

てお尋ねしたいと思います。 

○議長（戸澤義典君） 上杉議員、今の質

問はデジタル人材育成事業のほうですね。 
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○６番（上杉晃央君） はい、そうです。

失礼しました。 

○議長（戸澤義典君） デジタル推進主

幹。 

○デジタル推進主幹（竹下 護君） 御答

弁申し上げます。 

 先ほども御答弁申し上げましたけれど

も、２０名の人選は、まず各部局から平均

して選出するようにしたいと思っておりま

す。 

 それから、今回、若手職員にターゲット

を絞ったのは、初級から中級程度の若干難

しいところまでのＩＣＴ知識、また、オフ

ィスの機能などを勉強していただこうと思

っておりまして、それらの知識を基に、そ

れぞれの業務改善、事務改善を行っていた

だくことを期待しているところでありま

す。 

 お尋ねのＩＣＴ知識は、若手に限らず、

全職員が身につけていくものや基礎的に覚

えていかなければいけないものは理解して

ございます。そういった研修につきまして

も別途検討してございますので、まずは若

手職員の育成からスタートしている状況で

ございますので、御理解いただければと存

じます。お願いします。 

○議長（戸澤義典君） ６番上杉晃央さ

ん。 

○６番（上杉晃央君） 若手中心にやって

いくのは分かるのですけれども、町として

ＤＸ推進を進めていくことになったとき

に、特に幹部職員の人たちがどういう内容

なのかということをしっかり熟知していな

ければいけないと思います。熟知をしてい

るとは思いますし、政策会議などで挙がっ

ているとは思うのですけれども、今まで、

若手だけではなくて、幹部職員に対してＤ

Ｘについて具体的に学習するような機会を

設けていたのかどうか、その辺だけお尋ね

したいと思います。 

○議長（戸澤義典君） デジタル推進主

幹。 

○デジタル推進主幹（竹下 護君） 議員

がおっしゃるとおり、政策会議などにおき

まして、今後、こういった取組を進めてい

きたいというオーソライズはさせていただ

いているところでございますが、特段、Ｉ

ＣＴの知識といったテーマでの研修は幹部

職員にも行えていない状態であります。 

 繰り返しになりますけれども、本来、Ｉ

ＣＴ人材育成を進めていこうというとき

に、それぞれ段階があると思っておりまし

て、その第１段階で若手職員となります。

もっと言いますと、若手職員の育成は、さ

らに先も見据えて、今回、初級から中級の

研修ですけれども、上級の研修、ハイエン

ドのＩＣＴ知識の職員も人数を絞って育て

ていきたいというところまで考えておりま

す。同時に、幹部職員や新規で入ってくる

職員もおりますので、そういったところに

もリーチできるような全体計画を考えてい

ますが、まずは若手職員の研修から始めて

いきたいというところで御理解をいただけ

ればと存じます。 

 よろしくお願いします。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ２番馬場博美さん。 

○２番（馬場博美君） 先ほど説明があり

ましたけれども、１０３ページの２款総務

費、１項総務管理費、１０目電算管理費の

窓口業務改善システム導入業務委託料

７９２万２,０００円の業務内容及び積算内

訳についてお伺いします。 

○議長（戸澤義典君） 先ほど、上杉議員

のほうで答弁していますが、さらにお聞き

しますか。 

 ２番馬場博美さん。 

○２番（馬場博美君） ２点ほどお伺いし

たいと思います。 

 説明の中で、カメラによる顔認証によっ

て申請書を印刷する端末３台については、

マイナンバーの機器に必要なのかというこ

とと、例えば、マイナンバーや運転免許証
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を持っていない方はどのように対応される

のか、この２点です。 

 もう一点、本格稼働は１０月の予定との

ことですが、稼働に当たり、ほかの町村も

いろいろ工夫してやっているのですけれど

も、ぜひ住民目線で、役場の窓口業務の課

題を見つける窓口体験調査について、職員

で検証しながら、その結果を踏まえて稼働

すべきと考えますが、この３点の説明をお

願いしたいと思います。 

○議長（戸澤義典君） デジタル推進主

幹。 

○デジタル推進主幹（竹下 護君） 御答

弁申し上げます。 

 顔認証つきの端末も、顔認証がない端末

も、いずれもマイナンバーカード、もしく

は運転免許証を差し込むことによって、顔

認証つきはマイナンバーカードもしくは運

転免許証の顔写真と本人を照合する、対面

型というのは、カメラはないが、その人が

本人だと分かればその情報を引き出す、そ

のようなシステムになってございます。 

 本人確認をカメラがしてくれるというも

のがまず３台ございます。それは、マイナ

ンバーカードもしくは運転免許書に掲載さ

れている写真と照合して、この人は本人だ

と認めた上で、そのカードにある４情報を

データとして出すという仕組みです。それ

に対して、対面型というのは、職員がカー

ドを持参されているお客様が御本人だとい

うことを確認した上で、御本人の了解を得

て、そのカードを差し込むことによって４

情報をデータとして取り出すというもので

す。これが１点目の御質問についてです。 

 ２点目ですが、カードをお持ちでない方

は、当然、このシステムは御利用いただけ

ないことになります。 

 ３点目の住民目線でということについて

は、体験調査というか、実際にどのような

流れになるかを含めて職員で実践しなが

ら、１０月というのはその実証期間も含め

た期間となってございますので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ２番馬場博美さ

ん。 

○２番（馬場博美君） １点目だけがちょ

っと分かりませんでした。 

 カードを持っていない方はどういう対応

をするのですか。 

○議長（戸澤義典君） デジタル推進主

幹。 

○デジタル推進主幹（竹下 護君） 失礼

いたしました。 

 カードをお持ちではない方におきまして

は、従来どおり、申請書を記入いただくな

どの対応になろうかと思います。 

 よろしくお願いします。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 １３番大原昇さん。 

○１３番（大原 昇君） １０５ページ、

２款、１項、１１目、１８節の駐屯地強化

充実推進事業費４５０万８,０００円につい

て、その行事の内容をお聞きしたいと思い

ます。 

○議長（戸澤義典君） 危機対策課長。 

○危機対策課長（多田敏明君） 御答弁申

し上げます。 

 町及び町が事務局になっております陸上

自衛隊美幌駐屯部隊充実整備期成会、美幌

地方自衛隊協力会が主催や共催をしており

ます美幌駐屯地関係の行事につきまして

は、記載のとおり、市中パレード、美幌駐

屯地創立記念行事祝賀会食、音楽隊コンサ

ート、防衛講話、自衛隊入隊予定者をはげ

ます会や美幌駐屯地司令の歓迎会、送別会

となっております。 

 新規の行事につきましては、美幌駐屯地

に希望を確認しながら進めておりますけれ

ども、現在は新たな行事を予定してはおり

ません。 

 今後につきましても、美幌駐屯地と協議

を重ねていきまして、必要に応じて新規行

事について実施の検討を行ってまいります
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ので、よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） １３番大原昇さ

ん。 

○１３番（大原 昇君） このことについ

ては、私は一般質問でもやらせていただき

ました。今、行事内容を見ると、非常に残

念であります。 

 今まで、自衛隊関係の行事がありました

が、その中で必ず駐屯地司令の挨拶もあり

まして、家族協定の話も含まれていたのを

私は聞いてきております。今年度、自衛隊

美幌駐屯地の体制は相当変わりました。変

わるということは、隊員の中身も相当変わ

ってきたと思っているのです。駐屯地で

は、家族協定に基づいてこれから皆さん

で、町民でしっかり見守ってくださいとい

うお話をされておりました。 

 私が言いたいのは、隊友会の行事内容、

あるいは曹友会の行事内容を新聞などで見

ますと、その新規隊員たちの家族間の交流

を含めてやっているのです。今、私が言っ

ていることを町でやるべきなのか、あるい

は期成会でやるべきなのか、ちょっと分か

りません。ただ、ここに出したのは、自衛

隊との関わりは期成会が一番あると思って

いるのです。ですから、私はここでこのお

話をさせていただきますけれども、自衛隊

を充実させるには、同じ自衛隊の中でも家

族からだと思っているのです。そのサポー

トをするのが私たち美幌町、あるいは期成

会だと思っているのです。 

 いま一度、町長にお聞きします。 

 これは一般質問ではありません。この行

事を新しくもう一度、見直すか、見直さな

いか。 

 先ほど課長から、これから自衛隊と協議

をしていきますという説明がありました。

これから町長が自衛隊、駐屯地とどのよう

に向き合って、どのような行事を開催して

いくのか、お聞きしたいと思います。 

 町長、お願いします。 

○議長（戸澤義典君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今、担当から駐屯

地強化充実推進事業ということで予算を計

上しているお話をさせていただきました。 

 今、大原議員から、家族の方々をきちん

とどうフォローしていくかという話があ

り、今言われた隊友会とか家族会それぞれ

が活動している中と、大きな器の期成会が

どう関わっていくかということはきちんと

考える必要があると思うのです。 

 ですから、この予算で何かというより

も、今指摘されたこと、例えばこういうこ

とはやったほうがいい、今後も家族の方々

との関わりのプログラムを期成会でやるこ

とが全体としていいということであれば、

それは期成会の中で、また、お金がかかる

のであれば、そのお金をここから捻出させ

てもらうことは考えていきたいと思いま

す。 

 前段が長くなりましたけれども、ふだん

私も言っていますので、家族の方々に対す

る関わりや支援は、予算とは関係なくしっ

かりやりたいと思いますし、お金がかかる

ことであれば、出すところがないので、こ

のお金を使わせていただいて、しっかりや

っていきたいと思いますので、御理解をよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） １３番大原昇さ

ん。 

○１３番（大原 昇君） この事業内容の

行事の中で一つ足りないと思っているので

すが、陳情が含まれていないです。行事だ

から書いていないのですか。 

 では、今回は陳情しないと考えてよろし

いでしょうか。 

 あるいは、陳情をするのであれば、先ほ

どから言っているように、自衛隊の内容は

相当変わってきていますので、例えば、陳

情内容で自衛隊駐屯地の整備充実が必ず出

てくると思うのです。その整備とか充実と

いう文言が出てくるのであれば、その内容

もお聞きしたいと思います。 

○議長（戸澤義典君） 危機対策課長。 
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○危機対策課長（多田敏明君） 今回記載

させていただきましたのは行事ということ

でありまして、隊員の方、もしくは家族の

方が楽しめるイベント等を含めたという観

点で記載させていただいておりますので、

陳情・要望活動につきましては継続して進

めてまいりたいと思っております。 

 整備充実の内容につきましては、今年度

まで要望しておりますけれども、新たな年

度につきましては、今、検討中でありまし

て、継続要望もありますでしょうし、新た

な要望につきましても、美幌駐屯地と協議

いたしまして、継続して要望してまいりた

いと思います。 

○議長（戸澤義典君） １３番大原昇さ

ん。 

○１３番（大原 昇君） 具体的な内容は

ないのですかと聞いているのです。整備充

実の内容を考えていますか。文言で必ず示

す必要があると思いますが、その充実の内

容をどう考えているかを教えてくださいと

いうことです。 

○議長（戸澤義典君） 具体的な内容につ

いて答弁が漏れていますので、そこら辺を

もう一度お願いします。 

 総務部長。 

○総務部長（那須清二君） ただいまの御

質問でございますが、令和５年度について

も要望している隊員の方の福利厚生ですと

か隊舎等の整備は、引き続き要望してまい

りたいと考えております。また、新たな項

目についても、期成会の中で協議をして、

追加するものがあればそれに足して要望し

てまいりたいと考えております。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） これで、１項総務

管理費を終わります。 

 次に、２項徴税費、１０４ページから

１０７ページまでの質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで、２項徴税費を終わります。 

 次に、３項戸籍住民基本台帳費、１０６

ページから１０９ページまでの質疑を許し

ます。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで、３項戸籍住民基本台帳費を終わ

ります。 

 次に、４項選挙費、１０８ページから

１０９ページまでの質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで、４項選挙費を終わります。 

 次に、５項統計調査費のうち、１目統計

調査費、１０８ページから１１１ページま

での質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで、５項統計調査費のうち、１目統

計調査費を終わります。 

 次に、６項監査委員費、１１０ページか

ら１１１ページまでの質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで、６項監査委員費、２款総務費の

質疑を終わります。 

 暫時休憩します。 

 再開は、１３時３０分とします。 

午後 ０時２０分 休憩 

─────────────────── 

午後 １時３０分 再開 

○議長（戸澤義典君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

 引き続き、令和６年度美幌町一般会計予

算について質疑を行います。 
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 次に、３款民生費の質疑を行います。 

 １項社会福祉費、１１２ページから

１２３ページまでの質疑を許します。 

 ４番髙橋秀明さん。 

○４番（髙橋秀明君） １１３ページ、３

款、１項、１目、１８節のピポロアイヌ文

化協会補助金３万５,０００円、補助内容及

び文化協会の活動内容についてお願いいた

します。 

○議長（戸澤義典君） 社会福祉課長。 

○社会福祉課長（水上修一君） 御答弁申

し上げます。 

 ピポロアイヌ文化協会補助金につきまし

ては、アイヌ文化の伝承、保存、普及啓発

の活動を実施しておりますピポロアイヌ文

化協会に対しまして、活動経費の一部を補

助するものでございます。 

 補助金の内訳といたしましては、会議

費、事務費、旅費、研修等でございまし

て、具体的には、総会開催に関わります経

費やアイヌ刺しゅう作品の制作に関する内

容などの活動経費が主な内容となってござ

います。また、ピポロアイヌ文化協会の活

動内容といたしましては、美幌町のアイヌ

文化を広く知っていただくため、国内外の

他地域の状況について視察を行うなど、連

携しながらアイヌ文化の普及啓発を行うた

め、各種活動を行っていると聞いておりま

す。 

 以上、御説明いたしました。よろしくお

願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ４番髙橋秀明さ

ん。 

○４番（髙橋秀明君） この予算について

は、以前にも何回か質疑したことがありま

す。 

 先ほど、ピポロアイヌ文化協会に対する

旅費、研修費等の補助と言いましたけれど

も、この金額でそれは無理なのは明らかな

数字です。ただ、日本国として、アイヌ新

法というものができて、はっきりとアイヌ

民族は北海道の先住民族であると認めたわ

けです。認めたということは、先住民族で

すから、平たい言葉で言えば、もともとの

住人です。地主とまでは言えなくても、そ

ういう人たちが明らかにいたということ

で、いろいろな施策をつくっています。現

在も年間５８億円のアイヌ予算を計上し

て、そういう政策にのっとって啓発や文化

継承をやっているわけです。 

 そのシンボル的建物として、２００億円

をかけてウポポイをつくりました。調べま

したら、その運営費の年間予算は３１億円

と書いてありました。先ほどの５８億円か

ら３１億円を引いたら２６億円です。アイ

ヌ新法ができたときは、２３億円ぐらいだ

と思いますけれども、それを政府が担保し

て、アイヌの保護、生活補助のために、政

治的に使うということで、少ない２３億円

でしたが用意をしていました。その後、ウ

ポポイの計画ができて２００億円で、運営

費に上乗せして今の５８億円だろうと思う

のです。 

 我々網走地区のアイヌの数は、日高・胆

振地方から比べたらかなり少ないというこ

とはありますけれども、美幌も、網走地区

も、当然、アイヌの方々は厳然としている

わけです。最近でいけば、ニュージーラン

ドとの交流のときにも文化協会の会長も同

行してもらって交流を図っているわけで

す。外国との交流となったら、世界的にも

先住民族の保護、交流というのは大変重要

なものになると聞いております。 

 そういう意味においても、これは文化協

会の皆様の意向があるからこんな予算で落

ち着いていると思いまして、不満ではあり

ますけれども、美幌町としても、アイヌの

保護、啓蒙に取り組んでいかなければなら

ないと思っているのです。その辺を町長は

どうお考えでしょうか。 

○議長（戸澤義典君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今、予算の関係

で、文化協会の補助ということで、関連し

てのお話だと思っております。 
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 国がいろいろな施策をやることと、私ど

も地域でどう関わっていけるかということ

です。この金額というのは、先ほども担当

から説明させていただきましたけれども、

どちらかというと活動経費的なことで、こ

れからいろいろ活動を広げる何かをした場

合には、いろいろと担当と相談した中で金

額が変わる可能性が出てくると思っていま

す。 

 また、全てここに関わることではなく

て、教育委員会においても、博物館もそう

ですけれども、文化を知ってもらうような

講座をしたり、いろいろな面で関わる部分

もありますし、私どもとして地域で関われ

ることについてはしっかり対応していきた

いと思っております。 

○議長（戸澤義典君） ４番髙橋秀明さ

ん。 

○４番（髙橋秀明君） そう答えるしかな

いのだろうということは分かります。 

 なぜこんな質疑をしたかといいますと、

私は北海道アイヌ協会の本部に何回かお邪

魔していまして、当時のアイヌに関する

２３億円の予算についてどういう使い方を

しているのかということを聞いています。

その中では、美幌で予算計上できるものが

あればどんどん出しますし、建物を造るな

ら建物の補助もできるし、人的な運営費も

そこから捻出できますという言葉はもらっ

ているのです。ただ、アイヌ民族の話です

から、デリケートな話になりますので、

我々がああやれ、こうやれと言うわけには

なかなかいかないので、もしこれからそう

いう状況になれば、町としてどんどんバッ

クアップしてもらえるという意のお答えと

いうことでよろしいですか。 

○議長（戸澤義典君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 希望されたものを

全て町がかなえるという意味ではありませ

ん。 

 私もいろいろな話を聞いておりますし、

国の制度があって、補助をもらって、ハー

ド的な整備している町村を私も知っており

ますが、アイヌの方々と関わり、アイヌ文

化をしっかり伝えていく上で、そういうこ

とが本当にベストであるとはなかなか言い

切れないところがあります。ですから、そ

の都度、彼らが求めるものと、町として、

町民としてきちんと守っていくべきことは

何なのか、しっかり相談しながら進める必

要があると思っています。何でもという話

ではないことだけは御理解いただきたいと

思っております。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ４番髙橋秀明さん。 

○４番（髙橋秀明君） 次に、同じく１１３

ページの３款、１項、１目、１８節の保護

司会補助金の補助内訳についてと、保護司

の充足状況についてお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） 社会福祉課長。 

○社会福祉課長（水上修一君） 御答弁い

たします。 

 保護司会補助金につきましては、明るい

社会を築くため、日頃から犯罪や非行の予

防に努めまして、再犯防止活動など更生保

護活動を実施しております美幌地区保護司

会に対しまして活動経費の一部を補助する

ものでございます。 

 補助金の内訳といたしましては、更生保

護活動を行うための会議費、研修出席に関

わります旅費など、啓発活動を行う上での

活動経費が主な内容となってございます。 

 続いて、御質問のありました保護司の充

足状況についてでございますが、現在、美

幌保護区の定数２９名に対しまして、美幌

分区が２３名、津別分区が７名、合計３０

名で保護司として活動を行ってございま

す。今後におきましては、保護司の定年年

齢を迎える会員もございまして、ほかの自

治体でも後任者の人材確保が課題とされて

おりますが、現在のところ、保護司の定数

を満度に充足できている状況にあります。 

 以上、御説明いたしました。よろしくお
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願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ４番髙橋秀明さ

ん。 

○４番（髙橋秀明君） 現在、充足できて

いるということを聞いて安心をしていると

ころです。 

 私も保護司ではないのですけれども、北

見の更生保護施設とちょっと縁があって、

その理事をしています。その中で、美幌の

理事と施設評議会というものがあって、そ

の評議会に各町村の保護司会の代表に来て

いただいております。その中で、私の先輩

も保護司をやっていただいているのですけ

れども、今、後継の人間がなかなか集まら

ない、やってくれない、そういう現実がす

ぐそこにあって、どうしようかなという苦

情らしき話を聞いております。 

 その辺も含めて、再度、答弁をお願いし

ます。 

○議長（戸澤義典君） 福祉部長。 

○福祉部長（河端 勲君） 保護司の成り

手不足という御質問かと思います。 

 どの業界においても、今、人手不足とい

うことが叫ばれていて、特に保護司という

ボランティア要素が高い役職に取り組んで

いただける方は、ますます狭まってくると

感じてございます。 

 現在の充足数を維持するのがベストでご

ざいますけれども、この問題については町

単独で保護司を増加させるというものでは

ないと考えます。常に美幌地区の保護司会

とも連絡を取りながら、連携して活動等を

行ってございますので、保護司の充足につ

きましても、今後、継続して保護司会の皆

さんと相談して、定数維持に向けて考えて

まいりたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ３番横山清美さん。 

○３番（横山清美君） 私から、１１７ペ

ージ、３款民生費、１項社会福祉費、３目

高齢者福祉費、１２節の在宅福祉事業、緊

急通報装置運営業務委託料２９２万４,０００

円につきまして、質疑をさせていただきた

いと思います。 

 現在、緊急通報サービスにつきまして

は、固定電話を対象としたサービスとして

実施していると思いますが、現在、スマホ

並びに携帯電話が高齢者にも普及されてき

ている状況であります。町として、今後、

緊急通報装置の絡みで、スマホ、携帯電話

の利用の有無につきまして、また、可能性

等につきましてお聞かせ願いたいと思いま

す。 

○議長（戸澤義典君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（立花良行君） ただいま

の質問に御答弁いたします。 

 議員が言われたとおり、現在、固定電話

を対象としましたサービスとして実施して

おります。令和４年度までは、通報先が美

幌消防署になっております。令和５年４月

の設置分以降につきましては、今回、安全

センターというところに業務委託をしてい

るところであります。 

 安全センターにおきまして、我々が持っ

ているようなスマホではありませんけれど

も、通報等を行える機能が備わっている専

用のモバイル端末を供給していますが、御

承知の半導体不足の関係などもありまし

て、現在、その供給がストップしている状

況であります。 

 あわせまして、次世代機ということで新

たに開発しているところですが、その開発

後から本町については導入をしていきたい

と考えております。ただ、先ほども申しま

したとおり、半導体の供給不足があります

ので、その開発もちょっと遅れているとい

うことで、現段階でははっきりした時期が

分からないということでございます。 

 いずれにしましても、モバイルにより見

守りをすることで、御自宅だけでなく、外

出先などでも何かあったときには通報がで

きるということにもなりますので、より一
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層の安心・安全につながるような取組をし

ていきたいと考えてございます。よろしく

お願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ３番横山清美さ

ん。 

○３番（横山清美君） 半導体の問題など

で時期が未定ということですが、本来であ

ればもうちょっと早い時期を検討していた

だければと思うのです。 

 なぜかというと、昨今、新聞をにぎわせ

ているように、独り暮らしの高齢者の固定

電話を狙ったおれおれ詐欺などが美幌町内

でも起きているのが現状だと思うのです。

私の知っている人も、一部、そういうもの

にかかってしまって、着物ですとか宝石だ

とかをだまし取られたという経過がありま

す。警察の介入の中で、固定電話を外すの

が一番ですという状況もありますので、で

きるだけ早い時期のスマホや携帯電話の利

用が一番だと思うのです。 

 今、千歳のラピダスの問題などもありま

すし、そのめどは立たないのかもしれない

ですけれども、おおむね何年以内にそうい

うものの設置を考えているのか、今は全く

未知数なのか、最後にもう一回、そこだけ

を確認させていただきたいと思います。 

○議長（戸澤義典君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（立花良行君） 時期につ

きましては、令和６年度予算を見積もるに

当たって、安全センターに確認をしており

ますが、やはり、先方としましても、はっ

きりとした時期が言えない状況にあるとい

うことで、厳しいのだなとこちらとしても

受け止めております。 

 ただ、先ほど、令和４年度までは消防署

のほうに通報が行くようになっていますと

いうお話をしました。実は、今、消防のほ

うでセンター装置を５年リースで契約をし

ているところであり、消防に行く間はスマ

ホなどの携帯端末を使うことができません

ので、そういった機器を安全センターのほ

うに切り替えていかなければいけないこと

になります。行政としては、この５年以内

に全て移行したいと考えておりますので、

安全センターの開発状況も常に気をつけな

がら取組を進めていきたいと考えておりま

す。 

 よろしくお願いします。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ６番上杉晃央さん。 

○６番（上杉晃央君） ３款、１項、３目

高齢者福祉費の在宅福祉サービス委託料

５７８万２,０００円の業務内容及び積算内

訳、拡充の移送サービスの内容について御

説明いただきたいと思います。 

○議長（戸澤義典君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（立花良行君） ただいま

の御質問に御答弁いたします。 

 移送サービスにつきましては、町内に在

住の方で歩行が困難な高齢者、あるいは身

体障がい者の方であって、かつ、一般の交

通機関の御利用や、家族などによる移送が

困難な場合に、業務としては社会福祉協議

会に委託しておりますけれども、あそこに

ありますリフトつきの車両で移送すること

になっております。また、そのサービスに

つきましては、事前の申込制となっており

ます。 

 現在、業務内容としましては少しダブり

ますけれども、提供エリアは町内、実施の

日時につきましては、祝日を除く月曜から

金曜の午前８時４５分から午後５時３０分

までの間、また、利用料につきましては無

料となっております。ただ、月の利用回数

に制限をつけさせていただいておりまし

て、原則３回までとなっております。 

 今回、拡充する部分につきましては、従

前から要望がありました、人工透析患者の

方は必ず決められた曜日に国保病院に行っ

て透析を受けなければいけないのですけれ

ども、そのときに交通手段が確保できない

という事態がまれに発生しておりました。

今、原則３回までということで利用の制限



－ 275 － 

をさせていただいていまして、そういった

ときに臨機に対応するという措置を取って

いたのですが、今後、サービスを拡充する

ことによって、人工透析患者の心配を排除

できるということで、上限回数を撤廃する

ことにしたものです。 

 また、現在、車椅子を利用して、家族の

送迎や福祉タクシーではなくて一般のタク

シーで人工透析に通われている方が６名ほ

どいると聞いております。 

 そういったときに、家族の都合などで病

院に行けないということがあっては大変で

すので、そこをカバーするためにサービス

を拡充するということで、今回、予算措置

をしているところであります。 

 また、ボランティアの方が運転手という

ことになっておりますので、ボランティア

だけでは足りない部分を人的に増やすとい

うことで、運転手の確保のため、今回、予

算を大幅に増額しております。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ６番上杉晃央さ

ん。 

○６番（上杉晃央君） 内容は分かりまし

た。 

 最後の説明の中で、運転手確保などの必

要な体制整備とありましたが、今、どこも

ボランティア人材を確保するのが難しく、

上限を撤廃することに伴って、当然、運転

する方の確保が必要になってきますので、

拡充の中には運転手の確保のための費用的

なものですね。ボランティアではなくて、

予算の積算の中にどう反映されているの

か、その辺の内容についてお尋ねしたいと

思います。 

○議長（戸澤義典君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（立花良行君） 積算の内

容ということで、今回、令和５年度の予算

額でいきますと１１５万１,０００円、令和

６年度につきましては５００万５,０００円

となっております。差引き３８５万４,０００円

となっておりますけれども、そのうち、

３４３万１,０００円を人件費ということで

計上させていただいております。ただ、こ

の議会で予算が決まってから運転手の確保

をするということで、サービスを開始して

もこちらが予定しているより利用の回数が

減ることを想定しております。実際には最

初からフル稼働にはなりませんので、委託

料の支払いのときには実績払いのような形

にしながら、徐々に想定していた回数に近

づいたときにはきちんとした人工を雇って

いただくということで、現在、委託先であ

る社会福祉協議会と協議をしているところ

であります。 

 また、差額の４０万円ぐらいについて

は、保険料の増や燃料費の増も含めてのＲ

５とＲ６の金額の差になりますので、御理

解いただければと思います。 

 よろしくお願いします。 

○議長（戸澤義典君） ６番上杉晃央さ

ん。 

○６番（上杉晃央君） 運転手確保を社協

と連携を取りながらということですけれど

も、町が計画しているように上限を撤廃す

るとしたら、大体どの程度確保すればいい

のか。 

 規模に対応する運転手の人数ということ

で、もちろん１人が何回やるかによっても

変わってくると思うのですけれども、現状

から何名ぐらいプラスするとこういったサ

ービスを円滑に提供できそうなのでしょう

か。 

○議長（戸澤義典君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（立花良行君） 現在、人

工透析の患者さんで、月、水、金の午前、

午後の方、それから、火、木、土の午前の

方という三つのパターンがあるとお聞きし

ております。その中で、月、水、金につい

ては最大３名、火、木、土におきましても

３名ということで、１人の運転手を雇うこ

とによって対応できるという試算をしてお

ります。 

 お名前は聞いておりませんけれども、透
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析患者の中には農村地区の方も２人程度い

らっしゃるということです。古梅のように

遠いところではないのですけれども、一

応、農村地区の方も２名ほどいらっしゃる

とお聞きしておりますので、そういったと

ころでも対応できるようなローテーション

といいますか、机上ですけれども、時間割

を作って運行できると計算をしているとこ

ろであります。 

 よろしくお願いします。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ９番伊藤伸司さん。 

○９番（伊藤伸司君） １１７ページの３

款、１項、３目の独居老人等除雪委託料

２７万２,０００円ですけれども、３年間の

実績と対象者について教えてください。 

○議長（戸澤義典君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（立花良行君） ただいま

の質問にお答えいたします。 

 ３年間の実績と対象者につきまして、読

み上げますので、御確認いただきたいと思

います。 

 令和３年度につきましては、金額で

２２万６,８４７円、実施回数が４回、対象

者は１６人です。令和４年度につきまして

は、金額で１５万２,８４４円、実施回数が

６回、対象者は１３人です。令和５年度は

まだもうちょっとありますけれども、今の

段階では金額で１３万７,１３４円、実施回

数が６回、対象者は１４人です。 

 対象者につきましては、毎年調査をしま

して、御希望のあるところにお伺いしてい

る状況でございます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ９番伊藤伸司さ

ん。 

○９番（伊藤伸司君） 数字については分

かりました。 

 対象者になる条件としては、ただ手を挙

げればやっていただけるのか。 

 また、金額が年々減ってきていると思う

のですけれども、その理由が何かあるの

か。 

 それから、それぞれの年度で見ている

と、令和３年度は１回当たり３,５００円、

４年度は１,９５９円、５年度は１,６３２

円ということで、１回当たりの出動の金額

自体も減っているということは、時間数が

減っているのか、その辺の理由があればお

教えください。 

○議長（戸澤義典君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（立花良行君） 御答弁申

し上げます。 

 条件につきましては、実施要綱を定めて

おり、その中に記載がございますが、ま

ず、高齢者世帯等となっています。その高

齢者世帯等に該当する条件は、おおむね

６５歳以上の独居または夫婦の高齢者世

帯、それから、重度身体障がい者の方がい

る世帯となっております。その中でも、要

綱には縁者と書いておりますけれども、協

力していただける方が近くにいる場合につ

いては除外となっております。また、共同

住宅につきましても除外となっておりま

す。それから、非課税世帯というのが大前

提になってございます。 

 そういう条件の下で、毎年、対象者の方

を自治会に確認している状況の中で、先ほ

ど言った人数になっているということで

す。 

 それから、金額は下がっていく傾向にな

っておりますけれども、先ほど言われまし

た出動の時間が関わります。当然、雪が降

った状況によって除雪の時間が変わります

ので、たまたまだとは思うのですけれど

も、出動時間が短くなってきている状況で

す。 

 なお、出動につきましては、一斉除雪に

合わせてしているので、大雪が降ったとき

に玄関先まで除雪するという作業をやって

いる形になってございます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり
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ませんか。 

 ６番上杉晃央さん。 

○６番（上杉晃央君） １１７ページの同

じ高齢者福祉費の介護従事者確保対策事業

補助金２７０万円の令和２年度から令和５

年度の実績見込みについて御説明をいただ

きたいと思います。 

○議長（戸澤義典君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（立花良行君） 御質問に

御答弁いたします。 

 令和２年度から令和５年度の実績見込み

につきまして、表にまとめたものを配付し

ておりますけれども、まず、資格取得の関

係と確保対策ということで、大きく二つに

分かれております。そして、資格取得につ

きましては初任者研修と実務者研修、確保

対策につきましては住宅準備、就業支援、

それから、就業支援の実務者ということ

で、ここは金額が違うので、お配りした資

料については２段に分けております。 

 令和２年度につきましては、初任者研修

で３件の２３万８,００４円、実務者研修で

３件の２８万４,６０３円です。令和３年度

につきましては、初任者研修で２件の１６

万円、実務者研修で４件の４３万３,６０９

円、住宅準備で１件の１３万５,５００円で

す。令和４年度につきましては、初任者研

修が４件の３２万円、実務者研修が３件の

３０万５,０４１円、住宅準備が３件の３６万

８,５００円です。令和５年度につきまして

は、実務者研修の１件の８万７,７３６円と

いうことで、現状はこの１件だけが来てお

ります。 

 また、表の中の就業支援につきまして

は、令和５年度から開始の制度ですけれど

も、就職していただいてから１年後にお支

払いをするということで、介護福祉士につ

きましては２０万円、実務者研修の方につ

いては１０万円ということで、今、令和６

年度にこの支出が１件予定されているとこ

ろであります。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ６番上杉晃央さ

ん。 

○６番（上杉晃央君） 令和６年度の就業

支援のところで、介護福祉士か実務者の採

用状況で確定したのは、何名と言いました

か。１名と言ったのですか。（「介護福祉

士が１名です」と発言する者あり） 

 分かりました。それだけ分かれば結構で

す。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ８番藤原公一さん。 

○８番（藤原公一君） １１７ページで

す。 

 ３款、１項、３目高齢者福祉費の高齢者

補聴器購入費用補助金１８０万円の対象者

が６５歳以上の理由についてと、若年層の

補聴器の考えについてお伺いしたいと思い

ます。 

○議長（戸澤義典君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（立花良行君） まず、こ

の事業は令和６年度からの新規事業になり

ます。 

 事業の目的としましては、加齢による難

聴の方が意思疎通しづらくなることによる

生活の質の低下やフレイル、虚弱になると

いうことや、認知症のリスクが高まるとい

うことが言われております。そういったこ

とから、加齢により聴力機能が低下した高

齢者を対象とした補聴器の購入費用の一部

助成をスタートしたいと考えております。 

 補助事業の中身ですけれども、まず、今

の御質問にもありました年齢要件は６５歳

以上ということと、住民税が非課税の世

帯、それから、耳鼻咽喉科の医師などから

中等度の難聴と診断された方で、かつ、聴

力の改善には補聴器が有効であるという診

断をされた方です。それから、身体障害者

手帳をお持ちであると、そちらで補聴器の

購入ができる制度もありますので、そうい

った対象になっていない方になっておりま

す。 
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 また、補助金額につきましては片耳３万

円ということで、ここは先生が両耳につけ

なさいと言って、両耳になったら３万円掛

ける２ということになります。 

 ６５歳以上の理由と若年層の補聴器の考

え方については、先ほどの事業の趣旨とも

かぶりますけれども、まず、加齢による聴

力の低下に早期に対応して、それ以上の進

行を抑え、社会参加や地域交流を促進し、

その方のフレイルの予防あるいは認知症の

予防を目的とした制度ということで、６５

歳以上という設定をさせていただいており

ます。 

 若年層につきましては、身体障害者手帳

の交付の対象とならない軽・中等度の難聴

児、これは１８歳未満になりますけれど

も、その方に対しては助成制度が既にござ

いますので、その年齢層に当てはまる方に

ついては助成が受けられます。ただ、１８

歳から６４歳までについては、今回、加齢

性難聴ということで制度を設計したもので

すから、そこは入っていない状況になって

ございます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ８番藤原公一さ

ん。 

○８番（藤原公一君） 今回の補助金の対

象となる方に、住民税が非課税の方という

縛りがあるのですけれども、非課税になる

のか、課税対象になるのか、本当にぎりぎ

りの人もかなりいると思うのです。この辺

の縛りを外さなかった理由だけお伺いした

いと思います。 

○議長（戸澤義典君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（立花良行君） ただいま

の御質問にお答えいたします。 

 そういった条件をつけるか、つけないか

は大変迷うところではございました。た

だ、一定の公費を投入する中で、一定程度

の縛りは必要であろうと考えています。 

 また、対象者となる６５歳以上の方は、

設計当時の数字ですけれども、６,６６１人

ほどいらっしゃいました。そのうち、難聴

により身体障害者手帳をお持ちの方が７９

人いらっしゃいましたので、そういった方

を除いての積算になります。 

 ほかの文献などによりますと、自分で難

聴だと思われても、実際に補聴器の購入ま

で至る方は１３％程度ということですの

で、その数を６,６６１人に掛けてはじき出

しました。 

 それですと、まだ８００人ほどになるの

で、８００人に対する助成は現状としては

難しいという判断をしたところ、概数にな

りますけれども、その半分程度ということ

で非課税世帯を対象にしてはどうかという

積算をしたところです。 

 財政的な問題が許せばという思いもあっ

たのですが、公費を一定程度投入するとい

う中では何らかの制限が必要ではないかと

いう検討の中から、そういった縛りをつく

ったところでございます。 

 よろしくお願いします。 

○議長（戸澤義典君） ８番藤原公一さ

ん。 

○８番（藤原公一君） 内容的には理解し

ました。 

 もう一点だけお聞きしたいのですけれど

も、購入場所は美幌町内に限ったものにす

るのか、それとも、管内でも北海道内でも

いいよという縛りにするのか、その辺だけ

お伺いしたいと思います。 

○議長（戸澤義典君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（立花良行君） 現在、補

聴器購入費補助ですが、補聴器につきまし

ては、医療機器になっておりますので、ネ

ット購入が基本的にできないものというこ

とで、そういった取扱いになっておりま

す。 

 町内の販売店はもちろんのこと、管内あ

るいは道内での購入も可能ですけれども、

まず、先生の診断がなければいけないとい

うことになります。買ってきて補聴器の申

請をされても対応できないということもあ
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りますので、まずは御相談をいただく、そ

して、先生の診断をいただくという流れが

出てくるかと思います。 

 そういう部分では、町内の補聴器の販売

店には、今後、この予算案が可決した後に

御協力のお願いに行きたいと考えてござい

ます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 １１番大江道男さん。 

○１１番（大江道男君） 全く同じ項目で

す。 

 補聴器購入の補助のことについてです。 

 まず、制度が動き出したということにつ

いては、内容はともかくとして評価をした

いと思います。動き出して様々な声が出て

くるという問題だと思いますので、その声

については積極的に受け止めていただけれ

ばと思いますが、１８０万円の予算達成の

見通しと、前提としての耳鼻咽喉科医師の

必要性はさらに高まっていると思いますけ

れども、その招致の可能性と補聴器装着促

進への取組について。ヨーロッパ諸国で

も、ただでも普及はそう簡単にはいかない

という取組の必要性が求められていますの

で、その辺のことについてお伺いをいたし

ます。 

○議長（戸澤義典君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（立花良行君） 御質問に

お答えしたいと思います。 

 御承知かと思いますけれども、補聴器

は、非常に高額な商品でございます。そう

いったことから、今回の助成によって、ほ

んの一部かもしれませんけれども、購入の

きっかけになればいいなという思いでこの

制度をつくったところもございます。 

 まず、この制度を皆さんにお知らせして

利用促進を図るということと併せて、補聴

器について町の広報やホームページでお知

らせをしていきたい、また、ホームページ

あるいはＳＮＳをあまりお得意ではない世

代になると思いますので、地元紙への掲載

とか、シニアクラブを通じた、関係団体を

通じた情報提供なども行っていきたいと思

っております。 

 また、耳鼻咽喉科の招致につきまして

は、現在のところ、新規開設の話は我々の

段階では聞いておりませんけれども、来年

度に予定をしております開業医誘致補助制

度でそういった部分をＰＲして誘致につな

がればありがたいと考えておりますので、

よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） １３番大原昇さ

ん。 

○１３番（大原 昇君） ３点ほどお願い

いたします。 

 まず、申請してから認可されるまで何日

くらいかかるのですか。 

 というのは、申請して認可されるまでが

遅いため、補聴器を使う人が不便で待って

いられないから自分で先に買うということ

になります。 

 ２点目は、申請して、待っていられない

から自分で全額を支払って買って、その後

に申請した金額は戻ってくるという言い方

はおかしいですが、それを交付できるのか

どうかということです。 

 そして、個人申請ということになってい

ますけれども、難聴の方たちは、例えばこ

こに来たら大きな声を出すと思うのです。

そうしたら、周りの方たちも、何だ、何だ

という感じで見るかもしれません。ですか

ら、町内の販売店の方が申請できるような

体制にはできないのでしょうか。 

 以上の３点です。 

○議長（戸澤義典君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（立花良行君） ただいま

の御質問の申請後にどれぐらいの時間がか

かるかというお話ですけれども、まだ要綱

をホームページに載せていないのですが、

申請用紙がございまして、下のほうに医師

の意見書欄がありまして、そこに書いてい

ただく形になっております。ですから、ま
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ずは申請書を持って病院に行っていただく

形になります。 

 ほかの補助金であれば、申請して町が決

定して、それから買ってくださいという流

れがよくあるのですけれども、そうではな

くて、申請書を持って耳鼻咽喉科に行っ

て、先生に必要だと判断していただけれ

ば、そのまま販売店とお話をして買ってい

ただいて結構です。そして、その申請書類

をこちらに出していただければ助成金をお

支払いするというように、何回もキャッチ

ボールをしない流れを今回つくらせていた

だきました。 

 ですから、事後申請を認めることは難し

くなります。まずは医師の診断書が必要に

なってきまして、その申請用紙を持ってい

かないとそもそも先生の証明が受けられま

せんので、事後は基本的にないものと考え

ております。 

 それから、販売店からの申請ということ

で、書類さえきちんと整っていれば、代理

の方が持ってきていただいても全然構わな

いものです。ただ、そこに振込先の口座を

記入していただいたりするため、個人情報

などもありますので、御本人様が許容され

るのであれば、代理の方、知り合いの方に

お頼みして届けていただく、あるいは郵送

も全然構わない形になっております。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） これで、１項社会

福祉費を終わります。 

 次に、２項児童福祉費、１２２ページか

ら１２９ページまでの質疑を許します。 

 ５番宮崎奈津江さん。 

○５番（宮崎奈津江君） 私からは、１２３

ページ、３款、２項、１目、１８節の認可

外保育所利用者補助金の内訳について質問

いたします。 

○議長（戸澤義典君） 児童支援主幹。 

○児童支援主幹（大内直樹君） 認可外保

育所の利用者補助金について御説明させて

いただきます。 

 認可外保育所利用者補助金は、認可外保

育園であるひまわり保育園に入園している

ゼロ歳から２歳までの幼児を対象に、認可

保育園に入園した場合の保育料とひまわり

保育園の保育料の差額を補助するもので、

新年度につきましては２５名分を予算計上

しております。 

 補助金の内容につきましては、補助対象

者の主な要件といたしまして、町内に住所

のあるゼロ歳から２歳の幼児で、ひまわり

保育園に通園していること、保護者が仕事

をしているなど、保育が必要な理由がある

こととなっております。 

 補助額といたしまして、町が定めている

認可保育園保育料とひまわり保育園の保育

料の差額としております。 

 続きまして、園児数についてでございま

す。 

 令和６年４月の入園見込みの人数とさせ

ていただいていますが、ゼロ歳児が１人、

１歳児が８人、２歳児が７人、３歳児が６

人、４歳児が１１人、５歳児が９人で、

４２人でスタートすると聞いております。 

 なお、この補助金につきましては、ゼロ

歳児から２歳児までが補助の対象となって

おりますが、３歳以上児につきましては国

の保育料の無償化制度である子育てのため

の施設等利用給付負担金を活用して保護者

の負担軽減を図っております。そちらにつ

きましては、新年度は４０名分の予算を計

上させていただいております。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ５番宮崎奈津江さ

ん。 

○５番（宮崎奈津江君） ありがとうござ

いました。 

 この予算補助金は、毎年、これぐらいの

金額なのでしょうか。 

○議長（戸澤義典君） 児童支援主幹。 
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○児童支援主幹（大内直樹君） 例年、同

じぐらいの園児数になりますので、大体同

じぐらいになります。 

 来年度につきましては、ひまわり保育園

で保育料を１万円増額するということがあ

りまして、今年度から来年度にかけまして

は補助額が予算上大きくなってはおりま

す。しかし、対象者数につきましては、少

子化の影響もございまして園児数が減って

きていますので、若干減ってはいるのです

けれども、大体同程度と見込んでおりま

す。 

○議長（戸澤義典君） ５番宮崎奈津江さ

ん。 

○５番（宮崎奈津江君） 認定こども園が

２園と公立の保育園が２園でもゼロ歳児か

ら２歳児のお子さんを預かっていると思う

のですが、３月ぐらいになると認可外保育

園に約二、三十名の方がいると思うのです

けれども、その方が行く理由の研究はされ

ていますでしょうか。 

○議長（戸澤義典君） 児童支援主幹。 

○児童支援主幹（大内直樹君） 認定こど

も園や町立保育園はあるのですけれども、

やはり、そこだけだと、特にゼロ歳児につ

きましては入り切りませんので、ひまわり

保育園に入っていただいている方が多数い

らっしゃいます。ゼロ歳のときにひまわり

保育園に通っていただくと、そのまま１

歳、２歳とそこで過ごされる方が多くを占

めていると考えております。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ５番宮崎奈津江さん。 

○５番（宮崎奈津江君） 続きまして、

１２５ページ、３款、２項、１目、１７節

の学童保育所運営事業の４５万９,０００円

について、その内容の内訳を御質問いたし

ます。 

○議長（戸澤義典君） 児童支援主幹。 

○児童支援主幹（大内直樹君） 消耗品費

４５万９,０００円の内訳につきまして御説

明させていただきます。 

 消耗品費４５万９,０００円のうち、教材

用の消耗品として２７万４,０００円、残る

消耗品は管理用消耗品として１８万５,０００円

となっております。また、庁用備品につき

ましては、新年度に冷蔵庫２台を買わせて

いただきたいと考えております。 

 以上、御説明申し上げました。 

○議長（戸澤義典君） ５番宮崎奈津江さ

ん。 

○５番（宮崎奈津江君） 学童保育は３校

で１００名ぐらい通園していると思います

けれども、教材費とか遊び道具は年次的に

更新されていて、こちらの金額で足りてい

るものなのでしょうか。 

○議長（戸澤義典君） 児童支援主幹。 

○児童支援主幹（大内直樹君） ただいま

の御質問についてですが、例年、同程度の

予算を計上させていただいております。そ

の中でも、教育に関わる部分、保育に関わ

る部分につきまして、必要なものはしっか

りと用意したいと考えております。そうい

ったことを現場とも打合せさせていただい

た中で、この金額で進めさせていただいて

おります。 

 そのときそのときで使いたい教材も変わ

ってはきております。現在、そういったも

のにも対応できておりますので、一定程

度、足りていると思うのですけれども、今

後、ほかにもっと必要なものがあれば、ど

んどんと考えていきたいと思っておりま

す。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 １０番吉住博幸さん。 

○１０番（吉住博幸君） 私からは、１２５

ページの３款、２項、１目、１８節の認定

こども園エアコン設置補助金１０２万

９,０００円、補助率及び設置後における点

検費用の負担の考え方についてお聞かせ願
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いたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） 児童支援主幹。 

○児童支援主幹（大内直樹君） 認定こど

も園のエアコン設置についてですけれど

も、認定こども園エアコン設置補助金につ

きましては、国の保育対策総合支援事業費

補助金の保育環境改善等事業を活用し、認

定こども園美幌藤幼稚園が行うエアコン設

置工事に対して補助しようとするものでご

ざいます。 

 国の補助制度の中で、補助額が１０２万

９,０００円を上限としており、補助率は

１０分の１０となっております。なお、町

が補助する１０２万９,０００円に対しまし

て、国が３分の１、道が３分の１の補助が

ございます。また、設置後に関わる点検費

用などにつきましては、認定こども園で御

負担をいただくことになります。 

 以上、御説明させていただきました。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） １０番吉住博幸さ

ん。 

○１０番（吉住博幸君） 続けて、お聞か

せ願いたいと思います。 

 国が決めた補助の金額を含めて、そのよ

うに受け止めていいと思っているのです

が、機種によって値段も設置費も違ってく

ると思うのですけれども、何基ほど設置で

きるのですか。 

 続けて言っていきますけれども、ゼロ歳

児から５歳児まで、大ざっぱに言っても６

部屋に必要かと思うのです。国が決めた率

ですけれども、私は単独であっても、せめ

て子供を年齢別に分けたとすれば、最低で

も六つです。さらに、全員という言葉がい

いのかどうか分かりませんけれども、食事

をしたり何かするときに集まる場所も最低

１か所ぐらいとしたら、何ぼ国がやったこ

とにしても、命を守ることを美幌町は主眼

としているわけですから、設置台数も考え

たら、独自の補助金を含めて、認定こども

園におけるエアコン設置に対するという思

いで聞いたつもりも含みとしてあるので

す。 

 そういう意味ともう一点は、民間ですの

で、例えば美幌直営の類似の施設もありま

す。電気代、水道代を回り回って町民が負

担してあげているのです。そうしたら、民

間のほうが経営が苦しいはずなのです。で

すから、そこら辺は、部長、男気を出して

ね、分かりますか。 

 片方で類似の施設は町が持ってあげて、

片方は台数も含めて民間の努力ですという

のは、ちょっと御理解が足りないと思って

います。 

 部長ではなくて、むしろ町長にお聞きし

たいことですけれども、部長に聞きます。

今言ったことも含めて、必要な台数はどの

ぐらいとつかんでいるのか、担当もいます

けれども、部長の知り得る範囲内で、腹積

もりも含めてお聞かせ願いたいと存じま

す。 

○議長（戸澤義典君） 児童支援主幹。 

○児童支援主幹（大内直樹君） まず、藤

幼稚園のエアコンの設置状況についてです

けれども、今、保育室として６部屋にエア

コンが設置されております。あと残り４部

屋がエアコン未設置となっておりまして、

そのうち、今回は２部屋にエアコンをつけ

ていきたいということで進めさせていただ

いております。 

 また、エアコンをつけた後の維持管理費

についてですけれども、認定こども園の運

営に関わる費用につきましては、子どもの

ための教育・保育給付費国庫負担金という

ことで、町でお支払いさせていただいてお

ります。その中に冷暖房の加算なども加味

されておりますので、設置後に関わる維持

管理費につきましては園で御負担いただく

ことと考えております。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） １０番吉住博幸さ

ん。 
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○１０番（吉住博幸君） ほかの予算で面

倒を見ているということだったら手を挙げ

なかったのですが、今の最後の言葉につい

て、僕の聞き違いでしたらお叱りくださ

い。 

 そういうものもあるけれども、基本的に

はエアコンの点検費用は、具体的に言えば

ひまわり保育園ですとおっしゃったのが間

違いでなければ質問を続けるのですけれど

も、合図だけ送ってください。私の聞き違

いですか。質問内容が変わってきます。 

○議長（戸澤義典君） 児童支援主幹。 

○児童支援主幹（大内直樹君） 運営費に

係る維持管理費につきましては、負担金と

して別な項目でお支払いしております。 

○議長（戸澤義典君） １０番吉住博幸さ

ん。 

○１０番（吉住博幸君） 要するに、払っ

ているから、この点検費用は見ていますと

いう意味でよろしいですか。 

 理解しました。町長が大きくうなずいて

おりますので、手を下げます。 

○議長（戸澤義典君） 児童支援主幹。 

○児童支援主幹（大内直樹君） 大変申し

訳ございません。 

 エアコンの維持管理に係る部分につきま

しては、国の交付金を活用した別な負担金

でお支払いしておりますので、ほかにお支

払いするということは考えてございませ

ん。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） これで、２項児童

福祉費、３款民生費の質疑を終わります。 

 暫時休憩します。 

 再開は、１４時５０分とします。 

午後 ２時３８分 休憩 

─────────────────── 

午後 ２時５０分 再開 

○議長（戸澤義典君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

 引き続き、令和６年度美幌町一般会計予

算について質疑を行います。 

 次に、４款衛生費の質疑を行います。 

 １項保健衛生費、１３０ページから

１３９ページまでの質疑を許します。 

 ７番稲垣淳一さん。 

○７番（稲垣淳一君） それでは、４款、

１項、１目の衛生費、開業医誘致等補助金

５,０００万円について、その助成金の内訳

をお尋ねいたします。 

○議長（戸澤義典君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（立花良行君） ただいま

の御質問にお答えいたします。 

 美幌町開業医誘致等助成事業につきまし

ては、来年度からの新規事業となります。

本町における医療体制の構築を推進し、町

民の健康及び福祉の増進を図るため、町内

での新規診療所の開設、増設、これは診療

機能の向上を伴うものとなります。それか

ら、在宅医療の拡充を行う開業医に対しま

して、その開業費用の一部の助成を行うも

のであります。 

 現在、美幌町におきましては、２０２０

年をベースの１００とした場合に、将来推

計としましては、医療機関の充足が２０５０

年になると９９に下がっていくということ

です。ですから、今は２病院、５クリニッ

クがございまして、その一つが欠けると

１００をすぐ下回ってしまうという状況に

なっております。 

 ですが、診療科につきましては、今でも

美幌町にない診療科もございますので、そ

ういった部分の不便などは町民が感じてい

るところがありますけれども、今、医療体

制としてはそういった状況にございます。 

 開業医誘致制度の助成金の内訳ですけれ

ども、まず、土地、建物等という「等」の

中には医療機器も入ってございますが、そ

の取得に係る助成金ということで、その土

地、建物、医療機器の取得価格の１００分

の５０に相当する額で、上限は５,０００万



－ 284 － 

円としております。また、既存の建物など

がありまして、その建物を壊す場合、ある

いは、改修して新たにクリニックを開設す

る場合などの経費につきましても対象とし

ております。 

 ただ、ほかに補助金を受けている場合に

つきましては、その取得価格から補助金を

引いたものをこちらの制度での取得価格と

みなすこととしております。 

 それから、土地・建物等賃借料助成金と

いうことで、取得ではなく、土地、建物、

医療機器等の賃貸をする場合に、年間の賃

貸料の１００分の５０に相当する額を、土

地、建物につきましては１０年間、医療機

器につきましては５年間、それぞれ合わせ

て５,０００万円を上限としてございます。 

 もう一つの在宅経営支援金ということ

で、在宅医療の拡充のために要する経費、

また、その運営に係る経費ということで拡

充された場合につきましては、一律で

１,０００万円の助成をすることが柱となっ

ている制度でございます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ７番稲垣淳一さ

ん。 

○７番（稲垣淳一君） 再度お尋ねいたし

ます。 

 国保病院もいろいろと診療科目が充実し

ているところではあるのですが、改めて、

開業医の皆さんは、どういう診療科目の方

を重点的に集めようとしているのか、考え

があるのであればお知らせしてほしいで

す。 

 また、町内の人にもいるのかもしれませ

んけれども、今回は町外の方が対象になる

のかなと思うところですが、周知について

はどのような方法で行うのか。 

 そして、数年前になりますけれども、こ

ういう制度をつくれないのだろうかという

話をしたときに、町は国保病院を持ってい

るから、改めて民間の医院に対していろい

ろと考えることは、あまり持ち合わせては

いないのだという話をしていました。しか

し、今回、それらの考えを取りあえず置い

ておいて、町民の健康及び福祉の増進を柱

にこの制度を改めて組み込んできたという

ことです。冒頭に課長からも説明があった

かもしれませんけれども、考え方が積極的

に変わってきた背景を改めてお聞かせいた

だければと思います。 

○議長（戸澤義典君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（立花良行君） まず、質

問の周知方法についてですけれども、日本

医療衛生新聞から情報提供の依頼がありま

して、まだ議会で正式に決定していません

ので、お答えはしていないのですけれど

も、そういった専門紙に提供したいと思い

ます。 

 それから、これも今後の相談になると思

うのですが、北海道医師会あるいは日本医

師会への情報提供ということで、この制度

の周知ができればありがたいなと考えてご

ざいます。 

 それから、この制度の創設に当たって、

先ほども日本医師会の将来推計の中で若干

触れましたけれども、今、五つの医院と二

つの病院ということで、過去、１５年ほど

前に遡ると１１医院あった時代がありまし

た。それから徐々に減りまして、令和元年

には１０医院、それから１年ごとに９、

９、８、７医院と減っていく一方でありま

した。現在は７医院が日本医師会の推計に

よるぎりぎりのラインということでありま

す。 

 繰り返しになりますけれども、診療科目

の過不足などはございますが、医療機関の

数ということで考えると、そういった推計

が示されており、それを割ってしまうと、

地域医療の部分でいろいろな問題が生じて

くるだろうということで、町としてこの制

度を持っているところはありませんけれど

も、今回、制度化に踏み切ったということ

でございます。 

 よろしくお願いいたします。 
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○議長（戸澤義典君） 福祉部長。 

○福祉部長（河端 勲君） 診療科目につ

いての御質問がございました。 

 本来であれば、美幌町内にない診療科が

望ましいかなと思う一方で、今回、この制

度をつくらせていただいた根底にあるの

は、地域医療に欠かせない、かかりつけ医

の確保と、当番病院が滞らないような体制

を堅持していきたいということがもともと

にございます。 

 したがいまして、ここ近年、相次いで閉

院していって、国保病院の負担もかなり増

えてきている中で、共倒れにならないよう

に民間クリニックの開設を促したいという

ことがもとになってございます。 

 それに関連して、以前の議会答弁の中

で、国保病院があるから云々という話がご

ざいました。そのときとここ最近の状況が

非常に変わってきていまして、先生方、ま

た医療スタッフの皆様方の負担も、最近の

コロナ禍もありまして、かなり重いものに

なっていると考えています。そういった負

担を少しでも軽減して、ひいては、町民の

皆様方の健康を守りたいということで、今

回、この予算を上程させていただきました

ので、よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ３番横山清美さん。 

○３番（横山清美君） 一つだけ確認させ

てください。 

 おおむね内容は理解をさせていただきま

した。この件につきましては、私が議員に

なる前に別な会議でも述べさせていただい

て、それがこのような形になったというこ

とは非常に感謝いたしているところでござ

います。 

 確認させていただきたいのは、先ほどの

稲垣議員への回答の中で、新設、そして増

設という言葉も述べられたと思いますが、

改めて答弁の内容を確認させていただいた

ら、あくまでも新設しか該当していないと

思うのです。増設はどの部分がどう対象に

なるのか、あくまでも増設は在宅医療経営

支援をする部分だけになるのか、もう一

回、その辺の説明をよろしくお願いしたい

と思います。 

○議長（戸澤義典君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（立花良行君） ただいま

の御質問にお答えしたいと思います。 

 こちらで想定している増設は、例えば、

今あるクリニックに息子が帰ってきて、息

子さんでなくても新たにドクターが来られ

て別の診療科目をやるという想定と、同じ

科目でもいいのですけれども、そのときに

在宅医療をやりましょうという場合と、こ

の二つを今は想定しております。 

 また、先ほどの拡充という部分では、既

にあるクリニックの方が在宅医療を始める

場合を考えております。新たに開業して数

年後に在宅医療をやるという想定もありま

すけれども、それぞれの機能が強化、拡充

されたところで増設あるいは拡充の対象に

なってくると考えてございます。 

 よろしくお願いします。 

○議長（戸澤義典君） ３番横山清美さ

ん。 

○３番（横山清美君） 改めて、今の答弁

も含めて確認させていただきたいと思いま

す。 

 まず、増設の場合は建物の改築費用は該

当にならなくて、新しい診療科目なので、

それに伴う機械だけが対象になるのかとい

うことが一つ。もう一つは補助金を受ける

対象者の問題ですが、町内にいないのが本

来は望ましいのですけれども、そういうく

くりはないということなので、開業しまし

たという場合に、開業後、最低でも何年以

上たたないと駄目という目安的なものがあ

るのかないのか、その２点だけお願いいた

します。 

○議長（戸澤義典君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（立花良行君） 説明が足

りなくて大変申し訳ございません。 
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 増設につきましては、当然、建物を建て

増しする場合もあるかと思います。ですか

ら、その建物の取得に関わる部分と、ある

いは、それが賃貸である場合もあるかもし

れませんので、それはどちらも適用になり

ます。 

 ただ、そのときの医療機器につきまして

は、上限が１,５００万円ということで、ち

ょっと下げさせていただいております。 

 それから、開業されたときの約束という

ことで、将来のことなのでなかなか難しい

ところではありますけれども、こちらとし

ては１０年間は続けていただきたいと考え

てございます。 

 一応、助成金を出すということですの

で、１０年間いなかった場合については返

還などもあり得るということになりますの

で、開業してこの制度を利用される方がい

らっしゃったときには、その辺も御説明の

上で利用していただくことを考えてござい

ます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） １３番大原昇さ

ん。 

○１３番（大原 昇君） 同じ款項目で

す。 

 ここに、土地、建物等の取得と賃貸があ

ります。この中で、今、課長が最後に言っ

てくれたのですが、土地、建物は１０年間

で、これは続けなさいよという意味なので

しょうか。 

 最初の説明では、わざと意地の悪い取り

方をしますが、１０年間、この２分の１を

ずっと続けると思っていたのです。助成金

を一遍に払うのではなくて、ちょこちょこ

と１０年間あるいは５年間リースとか、そ

う取っていましたが、もう一度確認しま

す。 

 今、課長が説明したように、リースなら

リースを何年間、賃貸は何年間、取得する

のは何年間以内で、あるいは開業をしてい

ないと没収しますという意味合いで取って

よろしいでしょうか。 

○議長（戸澤義典君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（立花良行君） 説明がう

まく伝わらなくて大変申し訳ございませ

ん。 

 まず、取得につきましては、当然、お金

を１回で動かして取得されると思いますの

で、その助成金につきましては１回でお支

払いいたします。ただ、先ほど言いました

ように、１０年間やっていただかないと返

してくださいということがあり得ます。 

 それから、賃貸につきましては、１年

間、土地なり、建物なり、医療機器なり、

開業された方がお支払いをしますので、そ

の２分の１の補助を１０年間続けます。た

だ、医療機器については５年間といったや

り方になっております。 

 ですから、賃貸については、１０年以上

いてくれればそのまま払いっ放しというこ

とで、１０年で終わるということになりま

す。 

 在宅医療については、北海道厚生局の認

可が必要ですので、その認可を受けて医療

行為を始めたときに１,０００万円をお支払

いすることを考えてございます。こちらも

当然、すぐに辞められてしまった場合につ

いては補助金返還ということがあり得ます

ので、そういったこともきちんと周知をし

ていきたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 １１番大江道男さん。 

○１１番（大江道男君） 同じページの同

じ款項目でございます。 

 子ども医療費の助成事業に関わってお伺

いします。 

 近年の子ども医療費の助成の対象がどん

どん拡大される、ついには所得制限も撤廃

されるということは大変評価をしたいと思

います。 

 そこで、ちょっと時期が早かったと思う
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のですが、１人当たりの子供の医療費の推

移が見られるかなと思って質問いたしま

す。 

 データは既に手元にありますので御紹介

は結構ですが、国レベルで医療費助成の拡

大が進めば、１人当たりの医療費はかえっ

て高くなるという議論がありまして、それ

は違うということが証明できればいいなと

いう意味で質問しております。 

 この３年間のコロナ禍ということもあり

まして、私自身、そういう傾向を直ちには

読み取れないのですが、もしそういうこと

が読み取れるデータがあるとすれば御紹介

をいただきたいと思います。 

○議長（戸澤義典君） 社会福祉課長。 

○社会福祉課長（水上修一君） 子ども医

療費助成事業に関する内容につきまして 

御答弁させていただきます。 

 まず、本町におきます令和元年度から令

和４年度までの過去４年間の医療費の実績

額についてですが、１人当たりの公費負担

額につきましては１万９,０００円台から

２万３,０００円台、また、１人当たりの医

療費につきましては１４万円台から１８万

円台の間で推移をしてございます。 

 次に、子ども医療費の拡大が進めばコン

ビニ受診が増えて医療費が拡大する旨の議

論がありましたが、その実態についてとい

う御質問であります。 

 議員から御質問がありましたとおり、全

国的に子ども医療費無償化の助成対象を拡

大することで、過度な受診や軽症でも、夜

間や休日を問わずに受診をするようなコン

ビニ受診ということがほかの自治体でも問

題視されております。 

 しかしながら、本来の目的であります、

子育て世代に係る経済的負担を軽減するた

めに、子供を育てやすい環境づくりについ

て、より一層の充実を図る観点から、今

回、高校生相当年齢まで医療費無償化の助

成拡大を図るものでございまして、医療費

無償化の拡大は、疾病の早期発見、早期治

療や適切な受診機会を増やす目的もありま

して、保護者の子育ての不安を取り除くた

めにも、安心して受診できることは大きな

役割があるかと思います。 

 今回、参考資料といたしまして、厚生労

働省保険局調査課が出しております令和５

年１０月に出されました最近の医療費の動

向の資料から、１人当たりの医療費の推移

を記載させていただきました。今回御提示

したものにつきましては未就学児の統計デ

ータになります。こちらの資料の令和元年

度から直近のデータまでの過去５年間のデ

ータ内容を見ますと、１人当たりの医療費

の推移につきましては、年度によりまして

変動が見られますが、今回の助成内容の拡

充が一概にコンビニ受診の増加につながっ

ているものではないと推測しているところ

でございます。 

 子育て支援の施策として、全国的に子ど

も医療費の助成内容を拡充する自治体が

年々増えておりますけれども、今後も、受

診回数や医療費の推移など、助成拡大後の

受診内容の実態について分析を行ってまい

りたいと考えております。 

 以上、御説明いたしました。よろしくお

願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ４番髙橋秀明さん。 

○４番（髙橋秀明君） １３３ページ、４

款、１項、２目、１８節の飲用井戸等整備

事業補助金１００万円について、補助内

容、対象戸数と設置状況の説明をお願いい

たします。 

○議長（戸澤義典君） 環境管理課長。 

○環境管理課長（影山俊幸君） 御答弁い

たします。 

 飲用井戸等整備事業補助金につきまして

は、町内における水道未普及地区世帯の飲

用水の安全対策としまして、井戸掘削等に

おける井戸、ポンプ、配管等の設置工事に

要する経費の一部を補助するものでござい
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ます。補助対象経費の２分の１を補助し、

１００万円を限度額としてございます。 

 令和６年度は１戸、１００万円を計上し

てございます。 

 令和５年度実績としましては、１戸の申

請がございまして、事業費３０８万円に対

し、１００万円の補助となってございます

ので、よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ４番髙橋秀明さ

ん。 

○４番（髙橋秀明君） 内容は分かりまし

た。 

 昨年度は１戸の申請があり、３００万円

かかったものに１００万円を補助したとい

うことで、まずは浅井戸から深井戸に変更

したのだろうと推測できます。 

 現在、そういう施設で難儀をしていると

ころがあると思うのですけれども、今後、

この事業を続けていくに当たって、対象戸

数はどの程度つかんでいるのか、もう一つ

は、これ以前に農家関係で有害物質除去装

置の補助金を出していましたが、現在、そ

の状況はどうなっているのか、お願いいた

します。 

○議長（戸澤義典君） 環境管理課長。 

○環境管理課長（影山俊幸君） お答えい

たします。 

 現在、飲用井戸水の補助に関係しまし

て、そちらの把握ということでございます

けれども、令和６年度の予算でございます

が、現在、御相談されていらっしゃる方が

１件ございます。 

 また、２点目の農家の有害物質除去につ

きましては、井戸水の浄水器の設置の関係

かと思いますけれども、令和５年度の実績

はございませんので、よろしくお願いいた

します。 

 失礼いたしました。 

 町内の対象者につきましては、現在、資

料を持ってございません。申し訳ございま

せん。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ４番髙橋秀明さ

ん。 

○４番（髙橋秀明君） 井戸に関して、対

象者の把握はこれから調査されるという理

解でいいですね。 

 それから、除去装置の普及はほとんど網

羅されて順調に使用しているという理解で

いいのですか。 

 この２点をお願いします。 

○議長（戸澤義典君） 環境管理課長。 

○環境管理課長（影山俊幸君） 井戸水を

御利用されている対象者につきましては、

現在、内部である程度の戸数は把握してご

ざいます。こちらの件数につきましては、

後ほどお答えしたいと思います。 

 それから、浄水器の設置につきまして

は、ある程度網羅されているのではないか

と感じてございます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ７番稲垣淳一さん。 

○７番（稲垣淳一君） ４款、１項、２目

の予防接種の中の帯状疱疹ワクチン予防接

種２３６万７,０００円について、事業の内

訳及び助成金額、内容の説明をお願いいた

します。 

○議長（戸澤義典君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（立花良行君） ただいま

の御質問にお答えいたします。 

 帯状疱疹ワクチンの予防接種につきまし

ては、令和６年度からの新規事業というこ

とで始めさせていただきたいと思っており

ます。 

 接種の対象者につきましては５０歳以上

と考えております。５０歳以上から帯状疱

疹の発症が徐々に多くなっていくというこ

とから、そういった設定をさせていただい

ております。 

 使用するワクチンにつきましては２種類

ございまして、生ワクチンと不活化ワクチ

ンがございます。生ワクチンにつきまして
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は、１回の接種で効果が現れますけれど

も、不活化ワクチンにつきましては２回の

接種が必要となっております。 

 助成の回数につきましては、お１人につ

き、生ワクチンあるいは不活化ワクチンの

どちらかの接種に限るとしております。 

 助成の方法につきましては、医師会と契

約を結びますので、その中で町内の実施医

療機関の中で公費負担分を除いた分をお支

払いいただくことを考えてございます。 

 細かな助成の金額と回数ですけれども、

５０歳以上６５歳未満と６５歳以上に分け

て設計しております。５０歳以上６５歳未

満の方につきましては、生ワクチン、不活

化ワクチンとも助成率は４分の１としてお

ります。見込みの回数は、生ワクチンが

８０回ですから８０人ということで考えて

いただければいいと思います。不活化ワク

チンは６０回ですから３０人です。 

 助成額につきましては、生ワクチンの金

額が８,７７０円ほどするとお聞きしており

ますので、その４分の１で２,２００円とい

う設定をしております。また、不活化ワク

チンにつきましては、１回当たり２万

１,０００円で、その４分の１で５,２５０

円という１回当たりの助成額を出しており

まして、それぞれ１７万６,０００円と３１万

５,０００円を予算で計上しております。

６５歳以上につきましては、その助成率を

２分の１としております。 

 多くの自治体でこういった設定がされて

おりまして、非課税という設定をされてい

る自治体もありますけれども、本町におき

ましては、６５歳以上につきましては２分

の１という設定をさせていただいておりま

す。 

 見込みの回数は、生ワクチンが１３０回

で１３０人分、不活化ワクチンは１００回

で５０人分を見ております。助成額は２分

の１ですので、それぞれ４,４００円と１万

５００円になります。予算額は５７万

２,０００円と１０５万円となっておりま

す。 

 こちらは町内で受けた場合の数字になり

ますが、町外で受けた場合については扶助

費ということでお支払いをしますので、こ

ちらは６５歳以上で一応計上させていただ

いておりますけれども、生ワクチンについ

ては１０回の４万４,０００円、不活化ワク

チンは２０回の２１万円、合わせまして

２３６万７,０００円を計上しているところ

であります。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ７番稲垣淳一さ

ん。 

○７番（稲垣淳一君） それでは、大きく

２点ほど伺います。 

 まず、このワクチンの予防接種について

はいつから実施されるのか。 

 ２点目は、初めて帯状疱疹ワクチンの予

防接種を行うということで、そこに至るた

めにはある程度の実態を把握されていると

思うのですが、どういう現状だからここに

踏み切ったのか。 

 この２点をお聞かせください。 

○議長（戸澤義典君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（立花良行君） まず、実

施の時期ですけれども、これから医師会と

委託契約をしまして、４月１日からという

ことになりますが、それに合わせて、それ

ぞれの実施機関でワクチンを取り寄せてい

ただくことになります。ただ、実際に町内

で聞き取りをしたところ、１病院、２クリ

ニックで実施しているということで、その

辺も皆さんにきちんとお知らせしたいと思

っています。そこで予約して接種していた

だくという形になります。 

 まず、先ほど申しました生ワクチンは

８,７７０円ということで、今までは皆さん

に全額自費でお支払いいただいた形になり

ます。それから、不活化ワクチンにつきま

しては１回２万１,０００円で、２回打たな

ければいけませんので、４万２,０００円を

お支払いしながら実際に予防接種を受けて
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いる方がいらっしゃいました。 

 そういった高額なワクチンですので、接

種率、接種者数は多くはない状況でありま

すけれども、帯状疱疹ワクチンの必要性は

前々から言われておりまして、特に近年は

その必要性が強く言われているところであ

りました。 

 美幌町の実態としましては、令和５年度

でいきますと、１１月末現在ですけれど

も、生ワクチンが８人、不活化が７人、令

和４年度でいきますと、生ワクチンが２２

人、不活化が８人ということで、何の助成

もない中でもこのような接種の数があると

いうことは、潜在的な希望者はいらっしゃ

るのではないかという考えから、今回、ス

タートを切ることになってございます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ６番上杉晃央さん。 

○６番（上杉晃央君） 概要は分かりまし

た。 

 町内３か所で対応しているということ

で、私は国保病院を受診していますので、

そのポスターを見ました。それで実施する

場合、国保病院以外の２か所はどこが対応

可能なのかということが一つです。 

 もう一つは、こういう制度ができて町民

に推奨するとすれば、町で町内の病院やク

リニック用のＰＲポスターみたいなものを

用意されるのでしょうか。 

 私は国保病院の待合室で見ましたけれど

も、今度、助成をするとなったら、そうい

ったものを町で作るような考え方があるの

かどうか、その辺をお尋ねしたいと思いま

す。 

○議長（戸澤義典君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（立花良行君） 先ほど、

医院の名前は出しませんでしたけれども、

対応可能な医院について予算積算段階で聞

き取りをしたところ、田中医院と美幌皮膚

科で接種が可能ということです。 

 ＰＲポスターにつきましては、現在、独

自での作成は考えておりませんけれども、

ポスターまで立派なものではないと思いま

すが、何らかの周知のペーパーは作って、

それぞれ医院にお渡ししたいと考えており

ます。 

 よろしくお願いします。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ４番髙橋秀明さん。 

○４番（髙橋秀明君） １３３ページ、４

款、１項、２目、１８節の個別予防接種委

託料４,４８３万８,０００円について、事

業詳細内訳と周知方法をお願いいたしま

す。 

○議長（戸澤義典君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（立花良行君） ただいま

の御質問に御答弁いたします。 

 予防接種につきましては、乳幼児予防接

種事業と成人予防接種事業と大きく二つに

分かれております。 

 今回、資料にそれぞれの細かな予防接種

の名称、見込み数、委託金額について示し

ておりますので、そちらで御確認いただけ

ればと考えております。 

 周知方法につきましては、乳幼児の予防

接種は、まず、新生児訪問ということで、

生まれたときには保健師が必ず訪問してお

りまして、そのときに説明、また勧奨もし

ております。母子手帳にも同じようなこと

が書かれていますけれども、改めて保健師

からそういった説明をしております。転入

された方につきましては、転入届を出され

たときに、こちらに来ていただき、未接種

分について、予診票などを渡しながら接種

漏れがないように対応しているところであ

ります。 

 ２種混合ワクチンにつきましては小学校

６年生の方が対象になりますので、そこに

個別の通知をしている状況です。それか

ら、麻疹、風疹は１期目が生後１２か月か

ら２４か月ということで、保健師の指導の
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中で対応できている部分もありますので、

個別の通知はしておりませんけれども、こ

ちらは２回打たなければいけないため、２

期につきましては５歳から７歳未満と推奨

されておりまして、美幌町としては就学の

１年前に個別に通知をしております。 

 日本脳炎につきましては、１期が３歳か

ら７歳６か月未満ということで、こちらも

健診の中でお母さん方にお話をしていると

ころですが、２回打たなければいけないの

で、２期につきましては９歳から１３歳と

いうことで、こちらは小学校４年生に個別

の通知を差し上げているところです。 

 そういった個別通知の対応を記載させて

いただきながら、大事な予防接種の漏れが

ないようにさせていただいております。 

 また、成人予防接種につきましても、そ

れぞれ定期になっているものは、個別通知

を差し上げたり、町のホームページや広報

などで勧奨の通知を行っております。それ

から、風疹の抗体検査ということで、緊急

対策としておりますけれども、こちらにつ

きましては、対象者の方に個別の通知をし

ているところです。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ４番髙橋秀明さ

ん。 

○４番（髙橋秀明君） 分かりました。 

 ここで風疹のことをと思ったのですけれ

ど も 、 先ほ ど 皆さ んが 質 問 され て 、

９９.８％は理解しました。周知徹底という

意味で、風疹は新規ですから一番最初に通

知して、こういうことがありますよ、ぜひ

やってくださいという個別通知は考えられ

るのかどうなのか、お願いします。 

○議長（戸澤義典君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（立花良行君） 大体のも

のについては個別通知を差し上げる形にな

っております。 

 任意接種につきましては、任意ですので

個別の通知は差し上げられない状況ですけ

れども、定期接種につきましては、基本的

には個別通知を差し上げて周知をしていく

のと併せて、年度当初だったと思います

が、ホームページにも記載をして周知を図

っている状況でございます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ８番藤原公一さん。 

○８番（藤原公一君） １３７ページにな

ります。 

 ４款、１項、４目環境保全推進費の中の

花樹育苗センター管理運営業務委託料

１,２４５万４,０００円の育苗センターの

管理運営内訳についてお伺いしたいと思い

ます。 

○議長（戸澤義典君） 環境管理課長。 

○環境管理課長（影山俊幸君） 申し訳ご

ざいません。まず、先ほどの髙橋議員の飲

用井戸等整備事業補助金の対象戸数といた

しまして、本町にございます井戸戸数です

が、本日現在で２３５戸ございます。令和

５年度から井戸の整備事業に対しての補助

を実施しておりまして、その実績が１件で

ございますので、単純に差し引きますと、

残り２３４戸あるということでございま

す。 

 申し訳ございませんでした。よろしくお

願いいたします。 

 続きまして、花樹育苗センター管理運営

事業費の関係についてお答えいたします。 

 花樹育苗センター内には休憩所１棟、倉

庫３棟、ビニールハウス５棟の施設がござ

いまして、施設位置は別添の資料を御覧い

ただければと思います。 

 令和６年度は、通年業務のほかに下記の

事業を予定してございます。 

 （１）休憩所１棟を解体、こちらは休憩

所解体委託料８９万６,０００円を計上して

ございます。（２）倉庫②を修繕し、休憩

所を移転、７２万６,０００円を計上してお

ります。（３）倉庫①を解体、倉庫解体委

託料７９万９,０００円を計上してございま
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す。（４）倉庫③を修繕し、倉庫①の物品

を移動、こちらはシャッターの修繕２２万

６,０００円、入り口扉修繕１９万４,０００

円を計上してございます。（５）ハウス５

棟のうち、令和５年度に建て替え修繕した

１棟を除く４棟の建て替え修繕、こちらは

５６３万５,０００円の計上となります。 

 上記のうち、（２）の倉庫②を修繕し休

憩所を移転と、（５）のハウス５棟のうち

４棟の建て替え修繕の２点につきまして

は、受託者の管理運営業務委託内の修繕費

で計上してございます。それ以外のものに

つきましては、別途、委託料を計上してご

ざいます。 

 管理運営業務につきましては、美幌町内

の事業者に花樹育苗センターの管理運営業

務を委託してございまして、花苗を栽培

し、各自治会や公共施設に配付するための

委託業務となってございます。 

 令和６年度の管理運営事業委託料の主な

内訳としましては、人件費が３２５万円、

育苗費８７万円、修繕費６１１万３,０００

円、燃料費６３万６,０００円、光熱水費

２１万６ ,０００円、その他経費２３万

６,０００円、消費税１１３万３,０００

円、合わせまして１,２４５万４,０００円

を計上してございますので、よろしくお願

いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ８番藤原公一さ

ん。 

○８番（藤原公一君） まず、お伺いした

いのは、花の生産についてです。 

 美幌高校でも花苗を作っていると思うの

です。もし美幌高校に花苗を委託できるの

であればこのハウスの建て替えは必要なく

なると思うのですけれども、そこを検討さ

れたのかどうかをまず１点、お伺いしたい

と思います。 

○議長（戸澤義典君） 環境管理課長。 

○環境管理課長（影山俊幸君） ただいま

の御質問でございますけれども、議員がお

っしゃられましたように、野菜の苗もそう

であろうと思いますが、美幌高校で花苗な

ど栽培されていることは承知してございま

す。こちらは教育の一環として生産されて

いまして、本町の地域貢献ということで進

めている事業の一環かと考えてございま

す。 

 本町の育苗センターにおいての委託につ

きましては、令和５年度の実績で約８万

７,０００鉢を町民の方々、自治会、公共施

設に配付させていただきまして、環境美

化、緑化推進に努めているところでござい

ますけれども、枯れる分もございます。

１０万鉢に近い数を委託していますが、そ

れだけの量を生産するには現在の育苗セン

ターの強化が必要であろうと考えておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ８番藤原公一さ

ん。 

○８番（藤原公一君） 分かりました。 

 取りあえず、高校等の検討は、多分、生

産は無理だろうという判断なのだと思いま

す。 

 ハウスの建て替え４棟についてですけれ

ども、まず、この４棟は、骨ごとの交換に

なるのか、骨を残してビニールテントだけ

の張り替えになるのか、お伺いしたいと思

います。 

○議長（戸澤義典君） 環境管理課長。 

○環境管理課長（影山俊幸君） ただいま

の御質問ですけれども、４棟のビニールハ

ウスの建て替えにつきましては、骨材と資

材、ビニールハウス、また、建て替えるに

当たっては、既存のビニールハウスを撤去

した後、整地が必要になりますので、整地

もしまして、新たに４棟のビニールハウス

を設置するという内容となってございま

す。 

 よろしくお願いします。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 １３番大原昇さん。 

○１３番（大原 昇君） 同じ款項目で
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す。大体内容は分かりました。 

 ただ、この中で確認しておきたいことが

１点です。 

 移転、解体するもので、倉庫とか休憩所

がありますが、この合計面積を平米数で教

えていただければと思います。 

 それから、今の説明の中で、休憩所と建

て替え修繕、これはハウスですか。管理費

の中で委託をすると書いていますね。それ

であれば、今、説明を受けた（１）の休憩

所１棟、（３）の倉庫解体、（４）の倉庫

を修繕云々、これも保全管理費用の中でで

きないのかという思いがあるのです。 

 もう一点は、部長は分かっていますけれ

ども、あそこの中に入っていくとどん詰ま

りで、北側に高台になって遊んでいるとこ

ろがあります。雑種地ですね。あれについ

て、建設部で火山灰を取って平らにして面

積を広げることはできないのでしょうか。 

 今、建設部では道路維持のために火山灰

を張っていると思うのです。大した面積で

はないけれども、あれを延ばしても隣は民

地だから潰すわけにはいかない。何とか土

地を広げて利用するのであれば、あそこの

小高いところを、火山灰を取って自分のと

ころに持っていくと。そうしたら、どこか

の補修にも使えます。 

 あそこは狭いので、道路際のほうをどこ

かに持っていく、広がるところに休憩所、

倉庫を持っていけばハウス１棟も、あの分

が広くなって、すごく作業がしやすくなる

と、私は勝手に思っているのです。これは

管理者に聞いていませんが、そういうこと

ができるか、できないかをお聞きしたいと

思います。 

○議長（戸澤義典君） 環境管理課長。 

○環境管理課長（影山俊幸君） ただいま

の御質問でございますけれども、倉庫の面

積につきましては、今、手元に資料がござ

いませんが、休憩室につきましては３２.４

平米でございます。 

 続きまして、２点目の休憩所の解体、ハ

ウスの解体について、今回、ほかの倉庫に

ついてもこの業務管理委託の中で解体でき

ないかということですけれども、まず、ビ

ニールハウスにつきましては、今は受託者

の所有になってございますので、まず、受

託者、御自分で解体していただいて、新た

に設置されるものにつきましても受託者の

所有となりますので、こちらは委託費の中

に計上してございます。 

 休憩室の解体と、古材を使って倉庫②に

休憩所を移転するということですけれど

も、現在、受託していただいている事業者

は平成２０年度からだと押さえておりま

す。いつからかは分からないのですが、そ

れ以前からこちらに休憩所がございます。

また、これから移転する先の倉庫②も、所

有は町になってございますけれども、こち

らに移転する際に、休憩室の部材、例え

ば、屋根のトタンとか外壁は古材を流用し

て再建築するような申出が今の受託者から

ございます。 

 労務者の方々が広く、使いやすいように

造っていただくために、町といたしまして

は、こちらを管理業務委託に併せまして、

委託料で計上させていただいているところ

です。 

 町が所有します倉庫の解体で、倉庫①は

町所有の倉庫になってございますので、町

が解体を発注する際には、解体の資格をお

持ちである土木事業者や建築事業者に発注

することが必要となります。そちらで、管

理業務委託とは別に計上させていただいて

いるところでございます。 

○議長（戸澤義典君） 建設部長。 

○建設部長（遠國 求君） ただいま、課

長から説明をさせていただきました。 

 本センターにつきましては、記録により

ますと、昭和４６年から町が直営で運営し

ていた経過がございます。大原議員がおっ

しゃった場所につきましては、当時、樹木

の育苗をしていた箇所と認識してございま

す。 
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 御承知のとおり、非常に荒れた土地でご

ざいまして、造成するとなりますと、それ

なりの手間暇がかかると認識してございま

す。 

 ただいまの事務所、休憩所等の移転につ

きましては、今、管理をされております企

業組合、オホーツク元気村からのお申出が

ございまして、その希望を酌みましてこの

位置を選定したところでございます。 

 北側の土地の移転については、現段階で

は考えていないということで御理解をお願

いしたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（戸澤義典君） １３番大原昇さ

ん。 

○１３番（大原 昇君） 課長は、先ほど

建設業の許可がないと解体できないという

お話をされましたね。 

 しかし、私が知っている限り、休憩所は

３２.何平米とありましたね。倉庫もそのぐ

らいだと思いますし、少ないかもしれませ

ん。 

 ８０平米以下は書類審査も何も要らな

い、まして、解体は金額によっては業者の

資格も要らないと私は認識しているので

す。先ほど古材も使いたいと説明がありま

したよね。それであれば、そこの管理者に

使い勝手よく、管理者に全て任せたほうが

よっぽど仕事が早いという気がするので

す。 

 例えば、この古材、私は机に使いたいか

らこれを使ってくれだとか、解体業者、あ

るいは建設業者に言うよりも、一括して責

任を持たせて渡したほうが、仕事はきれい

で早いと思います。 

 その辺をもう一度考えていただければと

思います。 

○議長（戸澤義典君） 環境管理課長。 

○環境管理課長（影山俊幸君） ただいま

の御質問でございますけれども、まず、解

体事業の登録事業者、また、解体事業の登

録をされていなくても、建築事業者や土木

事業者の方々は解体することができると私

どもも認識しております。 

 もう一つは、町で登録されている事業者

を前提としてお答えさせていただきまし

た。 

 大原議員がおっしゃられます８０平米以

下の建物は書類審査などが要らないとか業

者の資格は不要というところは、私どもで

確認をさせていただきます。そして、議員

がおっしゃったようなことが可能というこ

とでございましたら、改めまして内部で選

定を検討してまいりたいと考えてございま

すので、よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） 建設部長。 

○建設部長（遠國 求君） ただいまの解

体の規模の件でございます。 

 ５００万円以上のものにつきましては、

建設業の許可、解体業ということで押さえ

ております。５００万円未満のものにつき

ましては、解体工事の業者登録を都道府県

に行うと認識してございますので、今の課

長の答弁に補足をさせていただきます。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 １番木村利昭さん。 

○１番（木村利昭君） 予算書の１３７ペ

ージ、４款、１項、４目、１２節の二酸化

炭素排出抑制対策事業について伺いたいと

思います。 

 具体的な事業実施のスケジュール、そし

て、アクションプラン等をお示しいただけ

たらと思います。 

○議長（戸澤義典君） 環境管理課長。 

○環境管理課長（影山俊幸君） 御答弁い

たします。 

 本町は、令和４年３月にゼロカーボンシ

ティを宣言し、２０５０年までのゼロカー

ボンの達成を目指してございます。 

 令和５年度はゼロカーボンの達成に欠か

せない再生可能エネルギーの本町における

ポテンシャルや、社会的、経済的な効果を

踏まえた可能性を調査し、美幌町における
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再生可能エネルギー導入戦略の策定に取り

組んでいるところです。 

 令和６年度は、上記の導入戦略の内容を

基にして、具体的な役割や区域の設定のほ

か、省エネ施策や気候変動適応対策などを

盛り込んだ美幌町地球温暖化防止実行計画

（区域施策編）を策定する中で、具体的な

事業実施のスケジュール及びアクションプ

ランについて検討を進めようとしてござい

ます。 

 業務内容でございますが、①としまし

て、温室効果ガス排出削減等に関する施策

の検討として、温室効果ガス排出量の削減

目標の検討、目標に向けた具体的な施策の

検討、施策の実施に関する目標及び指標の

検討、促進区域、候補地の検討、②としま

して、気候変動適応計画の包含であります

が、この中身では、気候変動影響評価の実

施、気候変動適応策の検討、③としまし

て、ゼロカーボン推進委員会の開催、こち

らは町内の各部門から委員を選出させてい

ただきまして、計画内容について協議をさ

せていただく内容となってございます。 

 積算内訳としましては、人件費４２６万

１,０００円、諸経費６３万９,０００円、

消費税４９万円の合計５３９万円となって

ございます。 

 本計画策定に当たる財源としましては、

道の補助金がございまして、ゼロカーボ

ン・ビレッジ構築支援事業補助金、補助率

２分の１、上限額５００万円でございます

が、こちらを活用予定ということで歳入を

計上させていただいております。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） １番木村利昭さ

ん。 

○１番（木村利昭君） 再確認をさせてい

ただきます。 

 今の御説明ですと、温室効果ガス排出削

減に対しての検討ということですが、どう

検討していくか、それをどう実施していく

かという具体的な内容やアクションプラン

はこれから考えていくということでよろし

いのでしょうか。 

 もう一点は、積算内訳で合計５３９万円

のお話がありましたが、この人件費４２６万

１,０００円がどういったものなのかを教え

てください。 

○議長（戸澤義典君） 環境管理課長。 

○環境管理課長（影山俊幸君） ただいま

の御質問ですけれども、アクションプラ

ン、それから、事業のスケジュールでござ

いますが、議員がおっしゃられますよう

に、２０５０年度にＣＯ２の実質排出量ゼロ

ということで、町の再エネ戦略を策定させ

ていただいておりますので、こちらに向け

ましてのアクションプランとスケジュール

につきましては、令和６年度美幌町地球温

暖化防止実行計画（区域施策編）の中で計

画させていただく内容となってございま

す。 

 続きまして、２点目の御質問の人件費の

４２６万１,０００円につきましては、ま

ず、直接人件費がございまして、こちらが

税込みで３８５万７４８円、それから、成

果品がＣＤ－Ｒなどということで１１０

円、それから、移動交通費として８３万

６,０００円という内容となってございます

ので、よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） １番木村利昭さ

ん。 

○１番（木村利昭君） 今の人件費は、コ

ンサルを雇っての人件費ということでよろ

しいですか。 

○議長（戸澤義典君） 環境管理課長。 

○環境管理課長（影山俊幸君） まず、先

ほどお答えしました人件費の内訳は税込み

の金額で申し上げましたので、人件費の

４２６万１,０００円を上回ってしまってお

ります。申し訳ございませんが、改めてお

伝えいたします。 

 直接人件費が３５０万６８０円、成果品

のＣＤ－Ｒが１００円、交通費が７６万円

となってございまして、これを合わせます
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と４２６万７８０円となってございます。 

 続きまして、コンサルを想定されている

のかということでございますけれども、議

員がおっしゃられますように、令和６年度

はコンサルに発注することで進めてまいり

たいと考えてございます。 

─────────────────── 

◎会議時間延長の議決 

○議長（戸澤義典君） お諮りします。 

 もはや４時近くになりましたが、あらか

じめ会議時間の延長をいたしたいと思いま

すが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） 異議なしと認めま

す。 

─────────────────── 

◎会議時間延長の宣告 

○議長（戸澤義典君） したがって、あら

かじめ会議時間の延長をすることに決定し

ました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２ 議案第１３号から 

      議案第３６号まで 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ６番上杉晃央さん。 

○６番（上杉晃央君） 概略は分かりまし

た。 

 この中に書いてある美幌町地球温暖化防

止実行計画の区域施策編について、この言

葉だけではよく分からないので、どういう

ものなのかということを説明いただきたい

です。 

 また、推進委員会を設置して開催すると

いうことですが、各部門からというのは、

どういう部門から何人ぐらいが選出される

委員構成なのか、御説明ください。 

○議長（戸澤義典君） 環境管理課長。 

○環境管理課長（影山俊幸君） 御質問に

お答えしたいと思います。 

 区域施策編の計画は、地球温暖化対策推

進法に基づきまして、市町村の努力義務と

いうことでうたわれてございます。実際に

計画をつくる場合、自治体によっては、本

年度の再生可能エネルギー導入戦略の最終

ゴールとして２０３０年度と２０５０年度

のＣＯ２排出量の削減量をうたって、それと

一緒に具体的なアクションプランやスケジ

ュールを計画されているところもございま

すが、本町は、まず先にゴール、目標を本

年度に策定させていただきまして、ゴール

に向かって、町民の方々、団体の方々、企

業の方々にどういった取組をしていただい

て目標のＣＯ２削減まで持っていくかという

計画を策定する内容となってございます。 

 また、２点目のゼロカーボン推進委員会

に庁内のどの部門から選出されるのかとい

う件でございますが、部門としましては、

本年度の再生可能エネルギー導入戦略の際

もそうでしたけれども、現在、私どもで想

定しているのは、北見工業大学、ＪＡびほ

ろ、美幌町森林組合、美幌商工会議所に改

めまして御依頼をさせていただく予定でご

ざいます。それ以外の事業者、住民代表と

させていただく団体につきましては、今

後、検討させていただきたいと考えており

ます。 

 人数としましては、おおよそ１０名から

１５名ぐらいかと考えてございます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ６番上杉晃央さ

ん。 

○６番（上杉晃央君） 概略は分かりまし

た。 

 今の課長の説明だと、自治体によって

は、２０３０年の目標設定と最終ゴールの

２０５０年と２段階でやっているところも

あるということでした。美幌町は、途中の

２０３０年は別に、お金をかけないで、こ

の計画だけで達成できるのかという確認

と、私は実行計画の区域施策編というもの

がよく分からないのです。美幌町のエリア

全体を区域ごとに分けて、２０５０年に向

けて到達すべき目標をやろうとしているの
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か、その区域がよく分からないので、その

辺を説明していただけますでしょうか。 

○議長（戸澤義典君） 環境管理課長。 

○環境管理課長（影山俊幸君） ただいま

の御質問ですけれども、私の説明が拙くて

申し訳ございません。 

 まず、再エネ導入戦略は、２０３０年度

の目標と２０５０年度の目標を本年度に策

定してございまして、既に実施しておりま

す。 

 続きまして、区域施策編ですが、本町の

中で、まずは促進するエリアを策定すると

いう業務がございます。町の企業の導入と

か、町内事業者の再エネの事業活動の促進

とか、そういったものを促進するエリアを

設定するということで、こういったものも

含めて区域施策編の中で計画する予定でご

ざいます。 

 よろしくお願いします。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） これで、１項保健

衛生費を終わります。 

 次に、２項清掃費、１３８ページから

１４３ページまでの質疑を許します。 

 ９番伊藤伸司さん。 

○９番（伊藤伸司君） １４１ページ、４

款衛生費、２項清掃費、１目の農村ごみ収

集運搬業務委託料について、農村ごみ収集

積算根拠をお示しください。 

○議長（戸澤義典君） 環境管理課長。 

○環境管理課長（影山俊幸君） 何度も申

し訳ございませんが、先ほどの大原議員の

建物の面積の御質問について、今、確認し

ましたので、お伝えしたいと思います。 

 まず、倉庫を上から写している航空写真

があるページをお開きください。 

 伐採箇所の下に倉庫②とございますが、

４５平米でございます。それから、倉庫①

が４８ .６平米でございます。休憩所の

３２.４平米は先ほどお伝えしてございま

す。そして、倉庫③は４０平米となってご

ざいます。よろしくお願いいたします。 

 申し訳ございませんでした。 

 続きまして、伊藤議員からの御質問でご

ざいますが、農村ごみ収集運搬業務委託料

についてでございます。 

 農村のごみ収集運搬業務は、一般ごみが

１２０回、こちらは１年間の回数です。そ

の他、プラ・資源ごみが４８回、こちらも

年間でございますが、こちらで積算してご

ざいまして、下の表の積算内訳によって計

上してございます。 

 なお、人件費は国土交通省の示す公共工

事設計労務単価によって算出してございま

す。 

 車両費は、車両購入費を１０年償却とし

て計算したものを算出してございます。 

 人件費及び車両費は、上記算出単価に稼

働時間割合、稼働日数を乗じて算出してご

ざいます。 

 燃料費は、実績量に町の統一単価を使用

して算出してございます。 

 内訳としまして、人件費が６３０万

６,０００円、こちらは運転手が１日１万

２ ,０００円で３人、作業員が１日１万

１８８円で２.５人です。 

 こちらの単価でございますけれども、稼

働時間割合としまして、通常８時間労働と

いうことでございますが、実際に稼動され

るのが４時間とか５時間でございますの

で、その分を乗じたものをこちらの単価と

して記載させていただいております。 

 続きまして、車両費１３６万９,０００円

の内訳としまして、４トンパッカー車が１

日５,５００円掛ける２台、２トン車が１日

２,３５０円掛ける１台でございます。燃料

費１２６万３,０００円で、積算単価としま

しては１３３.７３円、これはリットル単位

でございます。消費税は８９万３,８００円

の合計９８３万１,８００円となってござい

ます。 

 よろしくお願いいたします。 
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○議長（戸澤義典君） ９番伊藤伸司さ

ん。 

○９番（伊藤伸司君） 積算内訳の数字は

分かりました。 

 私が聞きたいのは、以前、有料ごみにな

る前は、農村も週に１回、一般ごみを集め

ていたのです。私もうろ覚えですけれど

も、今は月に一般ごみは２回です。冬期間

とか涼しいときはいいのですけれども、最

近、夏が暑いですから、すごい傷みと臭い

で、不衛生な部分がいっぱいあるのです。 

 今の月２回だと、量がたまり過ぎて、衛

生面もひどいと思っています。 

 できれば、今、週に２回を夏期の間だけ

でも回数を増やせないのか、また、保管箱

などの助成も検討していただけないか、お

伺いいたします。 

○議長（戸澤義典君） 環境管理課長。 

○環境管理課長（影山俊幸君） ただいま

の御質問ですけれども、回数を増やせない

かということでございますが、農村地区に

つきましては、住宅と住宅の間の距離が長

く、収集する際の移動時間が同じように長

くかかってしまうということもございまし

て、現在はこのように収集してございま

す。回数を増やすとなりますと、車両と人

員を確保する必要がございますので、体制

面から考えて、収集回数を増やすことは現

段階では難しいのではないかと考えてござ

います。 

 今後、令和１１年９月から令和１２年６

月の稼働開始を予定して、１市５町の広域

中間処理施設の整備を行ってございまし

て、最低でも現在の一般ごみについて可燃

ごみと不燃ごみに分別の変更を予定してお

ります。こういったタイミングで収集のシ

フトなども変わることもありますので、一

旦、一般ごみ収集と資源ごみ収集も併せて

検討できればと考えてございます。 

 また、事業者に確認してございますが、

やはり人員確保が非常に難しいというお話

を改めて受けてございますので、お願いし

たいと思います。 

 続きまして、２点目の保管箱についてで

すが、農村地区につきましては、ステーシ

ョン方式で集め、それを回収していただい

ていまして、保管箱については、ほかの自

治体や現状の地域の方々の声を聞かせてい

ただきながら調査研究させていただければ

と考えてございます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ９番伊藤伸司さ

ん。 

○９番（伊藤伸司君） 研究調査をしてい

ただけて、次の新しい処理方法も含めて考

えていっていただけるという話ですが、先

ほど課長が言ったとおり、自治会等にアン

ケート調査などをしていただきたいと思い

ます。住民は本当に苦労してごみ対策をし

ています。どうしても田舎にはキツネやタ

ヌキなどいろいろいますので、荒らされな

いようにきちんと保管しなければならない

のです。それを倉庫にでも何にでも取って

おくということに皆さんは大変苦労してい

ますので、その辺もアンケートなり実情調

査なりをしていただきたいと思います。 

 人件費や車両が足りないということは

重々承知していますので、それなら保管の

方法を検討するのも一考かと思います。よ

ろしくお願いします。 

○議長（戸澤義典君） 建設部長。 

○建設部長（遠國 求君） アンケートの

件でございます。 

 少し古い話でございますけれども、平成

２４年、それまで農村地区は月１回だった

ということで、回数を増やしてほしいとい

う声があったものですから、自治会にアン

ケートを実施しました。実は、そのときの

結果で言いますと、月１回のままでよいと

いうのが一番多かったのですが、衛生面等

を含めて総合的に判断して、平成２５年度

より月２回に増やしたという経過がござい

ます。 

 そういったニーズや、また増やしてほし
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いというニーズも恐らくあろうと考えてお

りますので、アンケートについても、いつ

かの段階で検討したいと考えます。 

 よろしくお願いします。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） これで、２項清掃

費、４款衛生費の質疑を終わります。 

─────────────────── 

◎延会の議決 

○議長（戸澤義典君） お諮りします。 

 本日の会議はこれで延会したいと思いま

すが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） 異議なしと認めま

す。 

 したがって、本日はこれで延会すること

に決定しました。 

─────────────────── 

◎延会宣告 

○議長（戸澤義典君） 本日は、これで延

会いたします。 

 お疲れさまでした。 

 

       午後 ４時１２分 延会   
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